
琉
球
使
節
の
成
立

幕
・
薩
・
琉
関
係
史
の
視
座
か
ら
一

木

土

博

成

【
要
約
】
　
本
稿
は
、
従
来
不
分
明
で
あ
っ
た
琉
球
使
節
の
成
立
過
程
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
、
近
世
琉
球
の
地
位
の
確
定
を
論
じ
る
も
の
で
あ
る
。
寛

永
一
｝
（
一
六
三
四
）
年
に
京
都
に
上
っ
た
琉
球
人
は
、
再
検
討
の
結
果
、
先
行
研
究
に
い
う
「
恩
謝
使
」
で
は
な
い
こ
と
が
判
明
し
た
。
「
御
代
替
」

（
徳
川
秀
忠
↓
家
光
）
を
名
目
に
、
薩
摩
藩
が
急
遽
仕
立
て
上
げ
た
こ
の
一
行
を
、
琉
球
使
節
の
懸
緒
と
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
寛
永
＝
年
に
は
、

家
光
が
島
津
氏
に
琉
球
高
を
宛
て
行
っ
た
こ
と
か
ら
、
琉
球
が
島
津
氏
に
属
す
る
と
い
う
側
面
、
す
な
わ
ち
「
附
庸
」
が
確
定
し
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
の

後
、
寛
丞
＝
年
に
挙
行
さ
れ
た
江
戸
上
り
は
、
①
徳
川
・
韓
紅
の
慶
弔
事
と
い
う
継
続
性
の
あ
る
名
目
に
対
し
、
②
薩
摩
藩
主
が
引
率
し
た
も
の
で
、

③
琉
球
国
王
が
正
式
に
派
遣
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
こ
に
琉
球
使
節
が
成
立
し
た
と
い
え
る
。
寛
永
二
一
年
の
琉
球
使
節
に
よ
り
、
幕
府
と
書

を
交
わ
す
「
異
圖
」
1
1
琉
球
が
確
定
し
、
「
附
庸
」
と
「
異
国
」
の
二
要
素
か
ら
成
る
近
世
琉
球
の
地
位
は
、
つ
い
に
確
定
を
見
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
　
九
九
巻
四
号
　
二
〇
＝
ハ
年
七
月

琉球使節の成立（木土）

序

　
一
般
に
近
世
日
本
に
お
け
る
琉
球
使
節
は
江
戸
上
り
と
言
い
換
え
ら
れ
、
徳
川
将
軍
家
・
尚
王
家
の
代
替
り
に
際
し
、
琉
球
国
王
か
ら
将
軍

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

の
許
へ
派
遣
さ
れ
た
「
賀
慶
使
（
慶
賀
使
）
」
「
恩
謝
使
（
謝
恩
使
）
」
を
指
す
。
琉
球
使
節
に
つ
い
て
は
、
宮
城
栄
昌
・
横
山
學
ら
の
先
駆
的
成

果
を
は
じ
め
と
ゆ
政
治
●
外
交
史
の
視
座
か
ら
は
・
使
節
を
召
し
連
れ
た
島
津
氏
の
示
晦
将
軍
を
忠
と
す
る
果
型
華
壇
日
勘
さ
ら
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⑤

に
は
琉
球
王
府
の
主
体
性
も
視
野
に
入
れ
た
幕
・
薩
・
琉
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
に
つ
い
て
の
言
及
が
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
「
賀
慶
使
」

「
恩
謝
使
」
が
い
つ
ど
の
よ
う
に
成
立
し
た
か
と
い
う
と
、
必
ず
し
も
共
通
の
理
解
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。

　
試
み
に
、
幕
府
大
学
頭
た
る
林
家
に
よ
っ
て
一
九
世
紀
に
編
纂
さ
れ
た
『
通
航
一
覧
』
を
繰
っ
て
み
る
と
、
「
参
府
の
使
者
将
軍
家
の
御
代

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

替
等
を
賀
し
奉
る
を
賀
慶
使
と
い
ひ
、
中
山
王
の
襲
封
を
謝
し
奉
る
を
恩
謝
使
と
称
す
、
賀
慶
使
は
寛
永
十
一
年
、
恩
謝
使
は
正
保
元
年
（
引

　
　
　
　
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
⑥
⑦

用
者
注
　
寛
永
一
＝
年
）
を
は
し
め
と
す
」
（
傍
点
は
引
用
者
、
以
下
同
様
）
と
あ
り
、
寛
永
一
一
（
一
さ
二
四
）
年
の
も
の
が
「
賀
慶
使
」
の
噛
矢
、

同
二
「
年
の
も
の
が
「
恩
謝
使
」
の
備
矢
と
見
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
他
方
、
研
究
史
に
お
い
て
現
在
も
っ
と
も
参
照
さ
れ
る
の
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
、
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

『
通
航
～
覧
』
と
は
異
な
り
、
寛
永
一
～
年
の
京
都
上
り
を
「
恩
謝
使
」
の
噛
矢
と
し
た
勲
章
敦
之
の
見
解
と
、
寛
永
二
一
年
の
江
戸
上
り
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

そ
の
後
の
「
賀
慶
使
」
「
恩
謝
使
」
に
引
き
継
が
れ
た
と
す
る
豊
見
山
和
行
の
見
解
で
あ
ろ
う
。

　
寛
永
一
～
年
、
三
代
将
軍
徳
川
家
光
は
二
条
城
で
琉
球
人
を
引
見
し
た
そ
の
直
後
に
、
薩
摩
藩
主
島
津
家
別
に
対
し
て
琉
球
高
を
含
む
領
知

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

を
宛
て
行
っ
た
。
紙
屋
は
、
こ
の
と
き
の
領
知
判
物
（
「
薩
摩
・
大
隅
両
国
弁
日
向
国
諸
県
郡
都
合
六
拾
万
五
千
石
製
旧
磁
在
、
此
外
琉
球
国
盲
撃
万
三
千

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
口
〃
4
定

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

七
百
石
事
全
可
有
領
知
之
状
如
件
」
）
に
注
目
し
、
そ
こ
に
琉
球
高
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
琉
球
1
1
「
幕
藩
体
制
の
申
」
の
要
素
を
、
琉
球
高
が

薩
摩
国
高
な
ど
と
は
別
記
さ
れ
て
い
る
点
に
琉
球
阯
「
異
国
」
の
要
素
を
見
、
両
要
素
を
あ
わ
せ
て
寛
永
＝
年
に
「
幕
藩
体
制
の
中
の
「
異

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

国
」
」
が
確
定
す
る
と
し
た
。
寛
永
＝
年
を
近
世
琉
球
の
地
位
が
確
定
し
た
年
と
し
て
重
ん
じ
る
紙
屋
に
し
て
み
れ
ば
、
琉
球
使
節
（
「
恩
国

使
」
）
成
立
の
画
期
も
同
年
に
あ
る
よ
う
で
あ
る
。

　
他
方
、
豊
見
山
和
行
は
、
『
通
航
一
覧
』
が
寛
永
一
一
年
の
次
に
載
せ
る
寛
永
二
一
年
の
「
賀
慶
使
」
「
紺
掻
使
」
を
重
視
す
る
立
場
か
ら
、

国
王
尚
賢
の
書
翰
を
持
参
し
た
本
使
は
、
島
津
氏
の
主
導
の
も
と
朝
鮮
信
使
の
先
例
に
準
拠
す
る
形
で
派
遣
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
以
降
の
江

戸
参
府
を
恒
例
化
さ
せ
た
と
し
て
い
る
。
実
証
面
に
お
い
て
お
お
む
ね
首
肯
で
き
る
見
解
で
は
あ
る
も
の
の
、
紙
屋
の
主
張
す
る
寛
永
一
一
年

1
1
「
恩
謝
使
」
鳴
矢
説
と
の
整
合
性
は
明
示
さ
れ
な
い
。

　
以
上
を
踏
ま
え
て
、
本
稿
は
以
下
の
諸
課
題
に
取
り
組
む
こ
と
に
す
る
。
第
一
に
、
寛
永
一
一
年
の
も
の
と
寛
永
一
一
一
年
の
も
の
を
通
し
て
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見
る
こ
と
で
、
琉
球
使
節
の
成
立
過
程
を
明
ら
か
に
す
る
。
行
論
で
明
ら
か
に
す
る
よ
う
に
、
紙
屋
の
寛
永
一
一
年
1
1
「
恩
讐
使
」
噛
誘
惑
は

そ
の
史
料
解
釈
上
、
再
検
討
が
必
要
で
あ
る
。
本
稿
で
は
寛
永
一
～
年
の
京
都
上
り
を
位
置
づ
け
直
し
、
新
た
な
文
脈
の
中
で
寛
永
二
一
年
の

江
戸
上
り
を
捉
え
直
す
こ
と
で
、
琉
球
使
節
の
成
立
像
を
提
示
し
た
い
。

　
第
二
に
、
琉
球
使
節
の
成
立
を
描
く
こ
と
を
も
っ
て
、
近
世
琉
球
の
地
位
確
定
に
迫
る
。
寛
永
～
一
年
冬
「
幕
藩
体
様
の
中
の
「
異
国
」
」

と
し
て
の
琉
球
の
地
位
が
確
定
す
る
と
踏
み
込
ん
だ
紙
屋
説
と
、
寛
永
二
～
年
に
「
賀
慶
使
」
「
恩
謝
使
」
の
画
期
を
見
る
豊
見
山
説
の
関
係

は
曖
昧
な
ま
ま
で
あ
る
。
い
っ
て
み
れ
ば
、
琉
球
使
節
の
成
立
を
明
ら
か
に
し
き
れ
な
い
ま
ま
に
、
近
世
琉
球
の
地
位
確
定
を
論
じ
た
の
が
紙

屋
で
あ
り
、
琉
球
使
節
の
成
立
に
見
通
し
を
得
な
が
ら
、
近
世
琉
球
の
地
位
確
定
に
新
知
見
を
加
え
き
れ
な
か
っ
た
の
が
豊
見
山
な
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
に
対
し
て
、
本
稿
で
は
琉
球
使
節
の
成
立
と
近
世
琉
球
の
地
位
確
定
の
問
に
論
理
関
係
を
見
出
し
、
両
者
を
結
び
付
け
て
論
じ
る
こ
と

に
す
る
。

　
あ
ら
か
じ
め
、
本
稿
に
お
け
る
琉
球
使
節
の
捉
え
方
に
つ
い
て
述
べ
て
お
く
。
こ
れ
ま
で
の
琉
球
使
節
の
理
解
は
、
幕
末
の
『
通
航
い
覧
』

の
記
述
を
意
識
し
た
た
め
か
、
「
賀
春
使
」
「
恩
謝
々
」
の
枠
組
に
捕
ら
わ
れ
て
き
た
嫌
い
が
あ
る
。
し
か
し
、
そ
も
そ
も
「
賀
票
使
」
「
意
思

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

使
」
と
い
う
用
語
自
体
、
主
に
近
世
後
期
以
降
に
普
及
す
る
語
で
、
寛
永
＝
年
・
二
一
年
の
も
の
は
同
時
代
に
そ
う
呼
ば
れ
ず
、
単
に
「
御

礼
」
使
な
ど
と
し
て
見
え
る
だ
け
で
あ
る
。
そ
こ
で
琉
球
使
節
の
こ
と
成
立
を
描
く
本
稿
で
は
、
「
賀
慶
使
」
「
恩
謝
使
」
と
い
う
枠
組
み
を
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

七
世
紀
に
遡
及
さ
せ
る
の
で
は
な
く
、
一
旦
取
り
払
う
。
そ
の
上
で
、
様
々
な
形
態
を
持
っ
た
～
行
の
系
譜
が
、
後
に
い
う
「
糖
質
使
」
「
恩

謝
使
」
に
収
敏
し
て
い
く
様
相
を
、
琉
球
使
節
の
成
立
過
程
と
し
て
描
く
こ
と
に
し
た
い
。
本
稿
で
は
、
「
賀
慶
使
」
「
恩
下
魚
」
が
島
津
氏
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

積
極
的
関
与
の
も
と
、
朝
鮮
信
使
同
様
に
道
中
で
幕
府
か
ら
の
配
慮
を
受
け
な
が
ら
、
日
本
国
と
琉
球
国
の
国
家
聞
行
事
と
し
て
存
続
し
た
点

に
琉
球
使
節
の
本
質
を
見
、
次
の
よ
う
に
琉
球
使
節
を
定
義
づ
け
る
。
第
一
に
、
徳
川
家
・
尚
家
の
代
替
り
（
慶
弔
事
）
の
よ
う
に
、
近
世
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

本
国
と
琉
球
国
が
併
存
す
る
以
上
は
繰
り
返
さ
れ
う
る
名
目
で
も
っ
て
派
遣
さ
れ
る
こ
と
。
第
二
に
、
島
津
氏
が
陸
海
路
を
引
率
す
る
形
で
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

が
運
ば
れ
る
こ
と
。
さ
ら
に
第
三
に
、
琉
球
国
王
の
命
で
も
っ
て
将
軍
の
許
に
正
式
に
派
遣
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。
中
国
淵
源
の
価
値
体

35　（527）



系
の
中
に
あ
っ
て
、
こ
の
点
は
国
王
が
書
翰
を
使
者
に
託
す
と
い
う
行
為
に
顕
れ
よ
う
。
こ
の
よ
う
に
、

率
〉
、
及
び
〈
国
王
の
公
認
〉
の
兼
備
と
い
う
観
点
か
ら
、
琉
球
使
節
の
成
立
を
捉
え
る
こ
と
に
し
た
い
。

①
例
え
ば
『
B
本
歴
史
大
事
典
』
（
小
学
館
、
二
〇
〇
〇
～
二
〇
〇
～
年
）
の

　
「
琉
球
使
節
」
の
項
目
に
は
、
「
琉
球
国
王
が
海
外
に
派
遣
し
た
外
交
使
節
。
中

　
国
に
対
し
て
は
＝
瓢
七
三
年
（
志
度
二
四
）
か
ら
始
ま
っ
た
進
貢
船
に
よ
る
使
節

　
の
派
遣
、
江
戸
幕
府
に
対
し
て
は
～
六
三
四
年
（
尚
豊
一
四
）
か
ら
の
江
戸
上
り

　
と
呼
ば
れ
る
使
節
の
派
遣
が
あ
る
」
（
真
栄
平
房
昭
執
筆
）
と
あ
り
、
中
日
両
国

　
に
派
遣
さ
れ
た
も
の
と
し
て
述
べ
ら
れ
る
。
騨
立
て
の
「
江
戸
上
り
」
の
項
目
に

　
は
、
「
徳
川
将
軍
の
襲
職
を
慶
賀
す
る
た
め
の
琉
球
国
の
慶
賀
使
、
お
よ
び
琉
球

　
国
王
の
襲
封
を
謝
恩
す
る
た
め
の
謝
恩
使
が
江
戸
に
上
る
こ
と
。
島
津
氏
の
琉
球

　
進
貢
以
後
義
務
づ
け
ら
れ
、
一
六
三
四
年
（
尚
豊
一
四
）
の
将
軍
家
光
に
対
す
る

　
慶
賀
使
の
江
戸
上
り
以
後
、
一
八
五
〇
年
（
尚
泰
三
）
ま
で
一
八
回
（
延
べ
エ
○

　
回
）
に
及
ん
だ
。
（
後
略
）
扁
（
上
原
兼
善
執
筆
）
と
あ
る
。
「
慶
賀
使
」
「
謝
恩
使
」

　
の
表
記
に
つ
い
て
、
本
稿
で
は
哩
通
航
藁
証
（
第
一
、
国
書
刊
行
会
厭
、
清
文

　
堂
出
版
、
一
九
六
七
年
復
刻
版
、
四
〇
頁
）
に
便
宜
上
合
わ
せ
て
、
「
賀
慶
使
漏

　
「
恩
謝
使
扁
の
表
記
を
と
る
。

②
寓
城
栄
昌
凹
琉
球
使
者
の
江
戸
上
り
㎞
（
第
一
書
房
、
一
九
八
二
年
）
、
横
山
學

　
『
琉
球
国
使
節
渡
来
の
研
究
瞬
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
七
年
）
。

③
比
嘉
春
潮
・
霜
多
正
次
・
新
黒
恵
二
凹
沖
縄
』
（
岩
波
書
店
、
一
九
六
三
年
、

　
三
六
～
三
九
頁
）
な
ど
。

④
　
朝
尾
直
弘
「
鎖
国
制
の
成
立
」
（
同
『
将
軍
権
力
の
創
出
幽
朝
尾
直
弘
著
作
集

　
三
、
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
四
年
所
収
、
初
二
一
九
七
〇
年
）
、
真
栄
平
房
昭
「
幕

　
藩
制
国
家
の
外
交
儀
礼
と
琉
球
…
東
照
窟
儀
礼
を
中
心
に
一
」
（
明
歴
史
学
研
究
㎞

　
六
二
〇
号
、
　
九
九
～
年
）
な
ど
。

⑤
紙
屋
敦
之
門
幕
藩
体
制
下
に
お
け
る
琉
球
の
位
置
一
幕
・
薩
・
琉
三
者
の
権
力

〈
名
目
の
継
続
性
〉
・
〈
島
津
氏
の
引

　
関
係
－
扁
（
同
『
幕
藩
制
国
家
の
琉
球
支
配
㎞
校
倉
書
房
、
一
九
九
ケ
年
所
収
、

　
初
出
一
九
七
八
年
）
。
以
上
の
研
究
史
整
理
に
つ
い
て
は
、
紙
墨
敦
之
「
琉
球
使

　
節
の
江
戸
上
り
」
（
同
『
大
君
外
交
と
東
ア
ジ
ア
㎞
吉
耀
弘
文
館
、
～
九
九
七
年

　
所
収
、
初
出
一
九
九
〇
年
）
参
照
。

⑥
注
①
前
掲
『
逓
航
謁
見
』
。

⑦
隅
通
航
藁
認
同
様
、
寛
永
＝
年
の
も
の
を
「
賀
慶
使
」
（
「
慶
賀
使
」
）
と

　
す
る
見
方
に
は
、
注
①
上
原
執
筆
分
「
江
戸
上
り
」
を
は
じ
め
、
山
本
博
文
『
寛

　
永
時
代
』
（
吉
川
弘
文
館
、
～
九
九
四
年
新
装
版
、
三
六
～
三
七
頁
）
、
藤
井
譲
治

　
『
徳
川
将
軍
家
領
知
宛
行
制
の
研
究
U
（
半
文
閣
出
版
、
工
○
○
八
年
、
三
八
九

　
頁
）
な
ど
が
あ
る
。

⑧
紙
屋
敦
之
「
琉
球
国
司
考
」
（
同
前
掲
『
幕
藩
制
国
家
の
琉
球
支
麗
所
収
、

　
初
出
一
九
八
三
年
）
。

⑨
　
豊
見
山
和
行
「
江
戸
幕
府
外
交
と
琉
球
漏
（
同
『
琉
球
王
国
の
外
交
と
王
権
㎞

　
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
四
年
所
収
、
初
鐵
一
九
八
五
年
）
。
以
下
、
本
稿
で
豊
見

　
山
に
雷
及
す
る
場
合
、
本
論
文
に
拠
る
。

⑩
噌
鹿
児
島
県
史
料
旧
認
雑
録
後
編
五
蜘
七
五
六
号
。
以
下
、
『
後
編
緬
五
一

　
七
五
六
の
よ
う
に
略
す
。
本
稿
で
は
『
鹿
児
島
県
史
料
　
旧
記
雑
録
㎞
を
用
い
る

　
に
当
た
っ
て
、
一
部
「
島
津
家
文
書
」
（
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
蔵
）
に
拠
り
校

　
訂
を
施
し
た
。

⑳
紙
屋
前
掲
門
琉
球
国
司
考
」
ほ
か
。

⑫
そ
の
普
及
を
促
し
た
の
は
、
注
①
前
掲
欄
通
航
一
覧
㎞
の
存
在
で
あ
ろ
う
。

⑬
詳
細
は
第
二
章
。

⑭
す
で
に
慶
長
一
五
（
一
六
一
〇
）
年
の
尚
聖
王
の
駿
府
・
江
戸
上
り
の
際
に
、
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幕
府
は
東
海
道
の
宿
・
縞
馬
の
馳
走
を
前
年
の
朝
鮮
儒
使
に
準
じ
て
い
た
（
豊
見

山
前
掲
ほ
か
）
。
そ
の
後
、
朝
鮮
信
使
同
様
、
幕
府
が
琉
球
使
節
の
応
接
を
手
配

し
た
点
に
つ
い
て
は
、
淀
痢
遡
航
の
際
に
川
御
座
船
・
綱
引
人
足
が
供
さ
れ
た
例

な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
（
貧
土
博
成
「
門
朝
鮮
人
来
朝
一
件
」
に
見
え
る
琉
球
使
節

関
係
史
料
に
つ
い
て
」
、
『
大
阪
歴
史
薄
物
館
研
究
紀
要
匝
一
四
、
二
〇
一
六
年
ほ

か
）
。

⑮
江
戸
上
り
を
送
り
出
し
た
尚
氏
は
、
将
軍
の
単
な
る
陪
臣
と
し
て
使
者
を
派
遣

　
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
琉
球
国
を
代
表
し
て
派
遣
し
て
い
る
（
一
例
と
し
て
、

　
門
貴
国
扁
（
副
本
）
に
「
吾
小
國
」
（
琉
球
）
を
対
置
し
た
国
王
書
翰
（
〔
史
料

　
1
1
〕
）
参
照
）
。
幕
府
側
も
国
家
行
事
と
し
て
こ
れ
に
応
え
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、

　
一
例
と
し
て
、
真
栄
平
前
掲
「
幕
藩
制
国
家
の
外
交
儀
礼
と
琉
球
」
参
照
。

第
【
章
　
寛
永
一
［
年
の
京
都
上
り

琉球使節の成立（木土）

　
寛
永
｝
一
（
＝
ハ
一
一
西
）
年
の
閏
七
月
九
日
、
上
洛
中
の
将
軍
家
光
は
二
条
城
で
琉
球
人
を
引
見
す
る
。
こ
れ
こ
そ
、
先
行
研
究
が
「
賀
慶

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

使
」
な
い
し
「
恩
謝
使
」
の
噛
矢
と
し
て
重
視
し
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
「
恩
謝
使
」
の
噛
矢
車
を
唱
え
る
紙
屋
に
拠
れ
ば
、
閏
七
月
九
日
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

前
後
に
も
琉
球
を
め
ぐ
る
重
要
な
動
き
が
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
そ
の
前
段
階
の
寛
永
一
一
年
四
月
、
江
戸
に
お
い
て
将
軍
に
対
し
初
め
て
琉
球

高
が
披
露
さ
れ
、
そ
の
後
の
閏
七
月
＝
ハ
日
、
上
洛
中
の
将
軍
家
光
か
ら
島
津
家
久
に
「
此
外
琉
球
国
拾
弐
万
三
千
七
百
石
」
（
序
前
掲
）
を
含

む
領
知
が
宛
て
行
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
し
た
が
っ
て
課
題
は
、
閏
七
月
九
日
の
琉
球
人
が
ど
の
よ
う
な
性
格
の
も
の
で
あ
っ
た
か
を
一
次
史
料
に
基
づ
い
て
詰
め
直
す
と
と
も
に
、

そ
の
前
後
を
整
合
的
に
理
解
し
、
こ
れ
ら
の
出
来
事
が
生
じ
た
寛
永
＝
年
と
い
う
年
を
再
評
価
す
る
点
に
あ
ろ
う
。
本
章
で
は
寛
永
＝
年

に
「
幕
藩
体
制
の
中
の
「
異
国
」
」
が
確
定
し
た
と
す
る
紙
屋
説
を
見
据
え
、
こ
れ
ら
の
点
に
迫
り
た
い
。

第
一
節
琉
球
高
の
披
露

寛
永
＝
年
四
月
、
翌
々
月
に
将
軍
家
光
の
上
洛
を
控
え
る
中
、
琉
球
を
め
ぐ
る
薩
摩
藩
と
幕
府
の
関
係
に
薪
た
な
転
機
が
訪
れ
る
。
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③

〔
史
料
1
〕
（
傍
線
は
引
用
者
、
以
下
同
様
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
酒
井
忠
世
）

　
猶
以
三
月
初
之
比
被
　
面
出
候
ハ
、
雅
樂
頭
殿
・
大
炊
頭
筋
・
讃
岐
守
殿
此
三
人
に
て
十
五
日
ツ
・
万
事
弓
隠
被
聞
召
継
披
露
候
へ
、
三
人
談
合
与
候

　
ヘ
淫
事
も
延
候
由
被
　
仰
諸
候
て
、
当
時
者
何
事
を
も
其
日
指
臨
御
当
候
御
方
へ
参
候
而
申
候
ヘ
ハ
、
取
次
而
相
談
候
鱗
被
隠
居
則
時
二
被
申
入
何
事

　
を
も
不
申
兼
候
、
目
出
度
儀
二
御
座
候
、
今
度
讃
岐
守
殿
御
一
人
二
琉
球
之
儀
申
入
候
も
讃
州
御
請
取
之
素
噺
二
あ
た
り
樹
間
、
右
之
様
子
二
候
、
以
上
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
足
利
義
教
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
成
）

一
書
申
候
、
然
者
琉
球
之
儀
　
御
家
へ
被
相
無
事
先
公
腹
帯
光
院
御
所
様
之
御
時
代
之
儀
二
候
、
然
処
石
田
治
部
門
兵
乱
已
後
琉
球
よ
り
　
御
家
へ
被
致

　
　
　
　
　
　
　
（
徳
川
家
康
）

無
沙
汰
候
面
付
、
　
権
現
様
へ
被
得
上
意
候
爵
琉
球
へ
人
数
被
差
渡
彼
地
平
均
二
藍
　
仰
付
、
其
節
又
従
　
権
現
様
琉
球
御
拝
領
之
由
被
成
　
御
朱
印
弥

　
　
　
　
　
　
（
慶
長
一
五
年
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
①
）

属
御
幕
下
候
、
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就
其
先
年
徳
成
検
地
十
弐
万
三
千
四
百
石
余
田
帳
錐
有
之
、
公
儀
へ
未
着
盲
点
披
露
候
問
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
②
〉
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
忠
勝
）

自
然
御
沙
汰
茂
可
有
之
時
之
為
二
候
条
急
度

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
豊
臣
秀
吉
）

被
仰
上
可
然
之
門
並
書
上
鰻
重
、

　
（
銀
矩
）

尤
之
由
依
　
御
意
候
、
琉
球
知
行
之
高
書
記
酒
井
讃
岐
守
殿
へ
致
持
参
、
従
上
古
之
様
子
共
、
又
　
大
閤
様
之
御
時
亀

井
武
蔵
守
琉
球
を
被
申
請
既
渡
海
之
催
候
処
、
　
御
家
へ
相
付
候
筋
目
を

　
　
　
　
　
（
③
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
家
光
）

大
閤
様
へ
御
匙
候
二
三
、
被
　
雪
融
艦
齢
前
々
相
済
候
、
ケ
様
之
段
々
細
々

豊
州
へ
申
入
候
処
、
則
其
日
被
成
上
聞
翌
朝
我
等
を
被
召
寄
公
方
無
為
　
上
意
被
富
岳
趣
ハ
、
琉
球
之
様
子
初
而
被
　
聞
召
入
候
、
甲
西
　
御
当
代
二
異

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
④
）

国
之
知
行
之
高
御
披
露
一
段
御
悦
喜
二
　
思
召
候
、
大
隅
守
殿
へ
尚
　
御
棚
二
可
被
成
　
御
謎
之
由
候
、
其
首
尾
励
磁
哉
、
今
月
朔
日
被
成
御
出
仕
候
而

御
　
目
見
得
相
済
御
門
外
罰
御
出
候
処
、
又
可
有
御
参
一
睡
候
而
御
前
へ
被
成
御
砥
候
、
琉
球
之
儀
初
而
　
聞
召
候
、
御
祝
着
二
思
召
之
由
候
而
殊
外
之

御
機
嫌
に
て
御
座
候
つ
る
、
将
又
山
州
我
等
へ
御
内
談
覇
者
、
琉
球
知
行
之
儀
無
地
へ
如
斯
之
高
有
之
由
被
仰
上
迄
二
候
哉
、
又
薩
摩
・
大
隅
之
高
二

被
相
加
御
高
を
可
被
上
と
の
儀
二
候
哉
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
島
溝
艦
載
）

御
尋
之
由
仁
間
、
則
申
入
候
ハ
、

自
然
前
陳
な
と
の
時
異
国
之
知
行
之
軍
役
等
大
儀
前
段
可
有
之
候
へ
共
、

　
　
　
　
　
（
⑤
）
　
　
　
（
土
井
利
勝
）

惣

高
二
御
加
候
ヘ
ハ
外
聞
二
候
、
大
隅
守
内
々
如
斯
被
存
目
由
申
入
候
、
～
段
尤
之
由
被
　
暮
露
、
其
後
大
炊
頭
殿
ヘ
ケ
様
之
御
物
語
申
入
候
ヘ
ハ
、
讃
州

御
披
露
之
時
委
被
成
業
歯
髄
、
惣
高
二
可
有
御
廟
儀
大
炊
頭
殿
御
同
心
二
被
　
思
召
候
、
当
時
何
ぞ
役
儀
な
と
無
二
庭
面
当
霞
継
而
ハ
無
之
候
、
自
然
之

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
⑥
）

時
之
御
為
二
横
間
高
御
上
り
一
段
尤
之
由
被
仰
柱
間
、
我
等
当
座
二
申
候
も
、
如
仰
　
大
閤
様
以
来
終
御
普
請
な
と
も
不
輸
仰
付
候
、
自
然
御
感
な
と
の

時
ハ
如
何
様
こ
も
可
被
抽
軍
役
儀
二
奇
曲
申
入
幽
趣
、
如
此
候
問
、
定
当
　
公
方
様
よ
り
御
朱
印
出
歯
申
与
存
事
二
重
、
自
今
以
後
琉
球
へ
も
可
有
其
御

心
得
儀
与
存
候
、
如
何
様
重
而
委
左
様
之
段
可
書
成
　
御
詫
樹
間
、
先
以
可
芦
間
召
置
候
、
恐
欝
欝
言
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
伊
勢
兵
部
少
輔



（
寛
永
一
一
年
）
五
月
四
日
　
　
貞
昌
（
花
押
）

　
　
（
久
国
）

川
上
将
監
様

（
島
津
久
元
V

野
州
様

（
島
津
久
慶
）

霜
台
様

　
　
　
人
々
御
中

琉球使節の成立（木土〉

　
五
月
四
日
半
で
伊
勢
貞
昌
（
薩
摩
藩
江
戸
詰
家
老
）
が
国
許
の
家
老
衆
に
宛
て
た
本
状
は
、
近
世
琉
球
の
地
位
を
考
え
る
上
で
絶
好
の
材
料
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

提
供
す
る
も
の
で
、
す
で
に
紙
屋
に
よ
る
詳
細
な
引
用
も
あ
る
。
改
め
て
そ
の
内
容
を
確
認
し
て
お
こ
う
。

　
ま
ず
冒
頭
で
は
、
琉
球
が
「
御
家
」
に
付
け
ら
れ
た
の
は
足
利
義
教
の
時
代
で
あ
る
と
し
、
慶
長
｝
四
（
一
六
〇
九
）
年
の
琉
球
入
り
後
に
、

家
康
か
ら
「
琉
球
拝
領
」
の
「
御
朱
印
」
を
授
か
っ
た
と
す
る
。
紙
屋
に
拠
れ
ば
、
琉
球
が
古
く
か
ら
島
津
氏
に
属
し
て
い
る
こ
と
を
示
す

「
附
庸
」
説
は
慶
長
九
年
二
月
付
の
尚
寧
盲
嚢
島
津
義
久
書
状
を
初
出
と
し
、
そ
れ
が
嘉
吉
年
間
（
足
利
義
教
の
時
代
）
か
ら
で
あ
る
と
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

「
嘉
吉
附
庸
」
説
は
〔
史
料
1
〕
が
初
出
で
あ
る
と
い
う
。

　
〔
史
料
1
〕
は
引
き
続
き
琉
球
高
に
つ
い
て
、
以
下
の
よ
う
に
記
す
。
薩
摩
藩
に
は
、
琉
球
入
り
後
の
慶
長
検
地
で
琉
球
高
を
「
十
弐
万
三

千
四
百
石
余
」
と
打
ち
出
し
た
検
地
帳
が
あ
っ
た
が
、
特
段
こ
れ
ま
で
幕
府
に
対
し
て
披
露
し
て
こ
な
か
っ
た
（
①
）
。
そ
こ
で
伊
勢
は
「
霞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

然
御
沙
汰
茂
可
有
之
時
之
為
」
、
藩
主
家
久
の
許
可
を
得
て
こ
の
度
の
披
露
を
決
め
る
（
②
）
。
酒
井
忠
勝
（
四
月
上
旬
の
半
月
番
老
中
）
の
許
に

赴
い
た
伊
勢
は
、
「
上
古
」
か
ら
の
経
緯
、
及
び
太
閤
豊
臣
秀
吉
の
時
に
琉
球
が
「
御
家
」
に
付
け
ら
れ
た
「
筋
目
」
を
説
明
し
な
が
ら
、
件

の
琉
球
高
を
披
露
し
た
（
③
）
。
酒
井
か
ら
披
露
を
受
け
た
家
光
は
、
「
琉
球
之
様
子
初
冬
被
　
聞
召
入
麺
、
先
導
　
御
当
代
二
異
国
之
知
行
面

高
御
披
露
一
段
御
悦
喜
」
と
上
々
の
反
応
を
見
せ
る
（
④
）
。
そ
の
後
、
老
中
と
伊
勢
の
や
り
と
り
を
経
て
、
来
る
領
知
判
物
の
発
給
に
当
た

っ
て
、
琉
球
高
も
惣
高
に
加
え
る
手
は
ず
が
確
認
さ
れ
る
（
⑤
）
。
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へ

　
二
〇
年
ほ
ど
経
っ
た
寛
永
一
一
年
四
月
上
旬
に
、
よ
う
や
く
薩
摩
藩
が
琉
球
高
の
披
露
を
決
定
し
た
事
情
に
つ
い
て
、
紙
屋
は
②
「
自
然
御

へ
　
　
へ

沙
汰
茂
可
有
之
時
之
為
」
と
い
う
記
述
を
受
け
、
「
寛
永
鎖
国
の
過
程
で
、
幕
府
の
琉
球
に
対
す
る
関
心
が
高
ま
る
に
つ
れ
、
島
津
氏
は
、
早

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

晩
幕
府
か
ら
の
指
図
が
あ
る
こ
と
を
予
想
し
」
て
先
手
を
打
っ
た
も
の
と
見
て
い
る
。
「
幕
府
の
琉
球
に
対
す
る
関
心
」
が
具
体
的
に
何
を
指

す
か
に
つ
い
て
は
、
夕
惑
土
井
利
勝
の
言
「
自
然
之
時
之
御
為
二
幽
間
」
（
⑥
）
を
引
き
、
「
万
一
の
場
合
」
「
お
そ
ら
く
鮮
明
関
係
の
正
常
化

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

に
伴
う
琉
球
支
配
の
困
難
」
に
備
え
、
幕
府
は
琉
球
の
支
配
を
強
化
し
よ
う
と
し
て
い
た
と
踏
み
込
む
。
紙
屋
の
念
頭
に
あ
る
の
は
、
前
年

（
覧
永
一
〇
・
崇
禎
六
年
）
に
尚
豊
王
が
冊
封
さ
れ
、
琉
明
関
係
が
旧
制
に
復
し
た
事
実
で
あ
る
が
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
「
琉
球
支
配
の
困

難
」
が
あ
る
か
は
示
さ
れ
ず
、
ま
た
幕
府
が
空
明
関
係
の
復
旧
を
掴
ん
だ
証
拠
も
な
い
。
そ
も
そ
も
琉
球
高
の
披
露
を
受
け
た
家
光
が
、
「
琉

　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

球
之
様
子
初
而
被
　
聞
召
入
候
」
（
④
）
と
い
う
有
様
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
し
て
、
当
該
期
の
将
軍
・
幕
閣
の
琉
球
認
識
の
程
度
を
高
く
評
価

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
琉
球
高
披
露
の
背
景
に
迫
る
べ
く
本
稿
で
留
意
し
た
い
の
は
、
「
御
代
替
」
の
上
洛
と
領
知
改
め
の
深
い
関
係
で
あ
る
。
現
に
二
代

将
軍
徳
川
秀
忠
の
「
御
代
替
」
（
家
康
↓
秀
忠
）
の
上
洛
が
行
わ
れ
た
元
和
三
（
一
六
一
七
）
年
、
島
津
氏
を
含
む
諸
大
名
に
対
し
て
「
御
代
替
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

の
領
知
宛
行
が
な
さ
れ
た
。
慶
長
来
、
江
戸
に
詰
め
て
政
治
経
験
を
積
ん
で
き
た
伊
勢
野
昌
に
し
て
み
れ
ば
ハ
来
る
「
御
代
替
」
（
秀
忠
↓
家

光
）
の
上
洛
時
に
、
家
光
に
よ
る
領
知
改
め
が
な
さ
れ
る
可
能
性
は
念
頭
に
あ
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
と
す
る
な
ら
ば
、
四
月
上
旬
と
い
う
上

洛
の
直
前
期
に
、
薩
摩
藩
側
か
ら
琉
球
紬
の
話
題
を
幕
府
に
提
起
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
領
知
判
物
に
お
け
る
琉
球
高
の
扱
い
に
話
を
及
ぼ
そ

う
と
す
る
行
為
に
等
し
い
。
現
に
老
中
酒
井
は
そ
の
線
で
伊
勢
に
尋
ね
、
伊
勢
は
そ
の
場
で
琉
球
高
を
判
物
に
加
え
る
「
高
上
り
」
が
藩
主
家

久
の
内
存
で
あ
る
と
即
答
し
て
い
る
の
で
あ
る
（
⑤
）
。
伊
勢
の
関
心
が
ま
さ
し
く
判
物
に
お
け
る
琉
球
高
の
扱
い
に
あ
り
、
こ
の
点
に
つ
い

て
あ
ら
か
じ
め
家
久
と
調
整
が
な
さ
れ
て
い
た
証
左
で
あ
ろ
う
。
以
上
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
②
「
自
然
御
沙
汰
茂
可
有
之
時
之
為
」
と
は
、

「
御
代
替
」
（
秀
忠
↓
家
光
）
に
伴
う
領
知
改
め
の
動
き
、
な
い
し
領
知
改
め
の
際
に
琉
球
高
が
問
題
に
な
る
可
能
性
に
、
伊
勢
が
先
手
を
打
っ

て
対
処
し
た
も
の
と
読
む
の
が
相
応
し
い
。
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⑪

　
そ
も
そ
も
琉
球
入
り
自
体
、
家
康
大
御
所
期
に
対
明
交
渉
の
文
脈
で
認
可
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
家
康
・
秀
患
は
死
去
し
、
明
と
の
講

和
自
体
が
も
は
や
希
求
さ
れ
な
く
な
っ
た
い
ま
、
琉
球
高
の
扱
い
は
薩
摩
藩
一
幕
府
関
係
の
申
で
明
確
に
定
ま
っ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。
上

洛
を
機
に
、
こ
れ
ま
で
曖
昧
で
あ
っ
た
琉
球
高
の
扱
い
に
つ
い
て
明
確
化
さ
せ
、
も
っ
て
島
津
氏
の
琉
球
領
有
の
事
実
を
さ
ら
に
確
た
る
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

に
し
よ
う
と
い
う
伊
勢
の
動
き
は
、
知
行
を
め
ぐ
る
薩
摩
藩
の
諸
懸
案
の
一
つ
に
対
処
し
た
も
の
と
評
価
で
き
よ
う
。

　
は
た
し
て
琉
球
の
様
子
を
初
め
て
聞
い
た
家
光
は
、
家
康
で
も
秀
忠
で
も
な
く
、
自
身
の
代
に
「
異
国
之
知
行
激
高
偏
が
披
露
さ
れ
た
こ
と

を
喜
ん
だ
（
④
）
。
結
果
と
し
て
薩
摩
藩
側
は
、
新
た
に
発
給
さ
れ
る
領
知
判
物
に
琉
球
高
は
記
載
さ
れ
る
が
、
そ
の
分
の
軍
役
は
課
さ
な
い

と
い
う
老
中
の
言
質
ま
で
得
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
（
⑥
）
。
役
を
回
避
し
な
が
ら
琉
球
高
を
将
軍
に
認
知
さ
せ
、
将
軍
の
覚
え
も
め
で

た
い
と
い
う
こ
の
展
開
は
、
そ
の
的
確
な
政
治
手
腕
で
諸
藩
に
名
の
聞
こ
え
た
伊
勢
貞
畠
の
面
目
躍
如
で
あ
っ
た
。

第
二
節
　
家
光
に
よ
る
琉
球
人
の
引
見

　
（
雀
）
　
関
七
月
九
日
の
二
条
城

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

　
そ
の
後
、
寛
永
＝
年
七
月
…
一
日
に
将
軍
家
光
は
上
洛
を
果
た
す
。
五
月
五
日
に
江
戸
で
暇
を
賜
っ
た
墨
差
は
、
家
光
に
先
立
っ
て
江
戸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

を
発
し
、
遅
く
と
も
六
月
一
四
日
に
は
入
洛
し
て
い
た
。
閏
七
月
二
B
に
は
同
じ
く
入
洛
し
て
い
た
老
中
か
ら
家
久
に
宛
て
て
、
次
の
奉
書
が

　
　
　
　
　
⑯

出
さ
れ
て
い
る
。

〔
史
料
2
〕
（
欠
字
・
平
出
を
反
映
さ
せ
る
べ
く
、
改
行
を
／
で
示
し
た
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
　
尚
　
豊
　
王
　
〉
　
　
　
　
　
　
　
（
家
光
）

爾
通
之
貴
札
令
／
拝
見
候
、
然
者
琉
球
之
／
國
主
上
代
替
付
而
／
公
方
様
江
御
礼
被
／
申
上
候
様
二
条
思
召
／
兼
日
被
仰
遣
候
処
、
／
当
国
主
煩
二
付
子

息
／
井
国
主
舎
弟
近
日
／
来
着
之
由
承
認
、
／
御
書
中
之
通
達
／
上
聞
候
処
、
漆
箔
京
都
／
御
礼
可
被
為
請
之
旨
／
被
　
仰
出
候
問
、
其
御
／
心
得
尤
候
、

恐
々
／
謹
言
、
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（
寛
永
＝
年
）

　
　
　
酒
井
讃
岐
守

閏
七
月
二
屡
　
　
忠
勝

　
　
　
土
井
大
炊
頭

　
　
　
　
　
　
利
勝

（
花
押
）

（
花
押
）
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薩
摩

　
（
島
津
家
久
）

　
中
納
言
殿

貴
報

　
す
な
わ
ち
家
久
は
、
「
御
代
替
」
に
つ
い
て
家
光
へ
「
御
礼
」
を
申
し
上
げ
る
よ
う
に
と
（
家
形
か
ら
）
か
ね
て
尚
豊
王
に
申
し
遣
わ
し
て
い

た
も
の
の
、
王
の
煩
の
た
め
、
代
理
と
し
て
「
子
息
」
と
「
国
主
舎
弟
」
が
近
日
上
洛
す
る
旨
を
老
中
に
申
し
出
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
老
中

か
ら
言
上
を
受
け
た
家
光
が
、
京
都
で
「
子
息
」
「
国
主
舎
弟
」
か
ら
の
「
御
礼
」
を
受
け
る
と
の
意
向
を
示
し
た
の
が
〔
史
料
2
〕
．
の
奉
書

で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
板

　
そ
の
四
日
後
、
（
寛
永
～
一
年
）
閏
七
月
六
日
前
で
土
井
は
藩
主
と
と
も
に
入
洛
し
て
い
た
家
老
伊
勢
に
対
し
、
「
琉
球
衆
之
宿
之
儀
昨
日
板

倉
重
宗
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

周
防
へ
申
入
候
、
定
而
本
法
寺
二
相
済
可
申
候
」
と
書
き
送
っ
て
い
る
。
所
司
代
に
よ
っ
て
「
琉
球
衆
」
が
泊
ま
る
場
所
が
手
配
さ
れ
て
い
る

こ
と
か
ら
、
閏
七
月
六
日
頃
に
は
「
琉
球
衆
」
が
上
洛
し
た
こ
と
が
分
か
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
家
光
）

　
そ
し
て
閏
七
月
八
日
付
で
土
井
・
酒
井
は
家
久
に
対
し
、
「
琉
球
衆
之
　
御
目
見
明
日
四
時
分
与
被
　
玉
出
候
、
　
上
様
御
長
袴
二
而
可
有

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

御
座
春
宵
、
姦
直
心
得
候
而
御
登
城
尤
候
」
と
し
て
奉
書
を
出
す
。
は
た
し
て
鼻
糞
七
月
九
日
、
家
光
は
琉
球
人
の
一
行
を
引
見
し
た
。
『
江

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
尚
豊
王
）
（
佐
敷
朝
益
）
（
玉
）
　
（
金
武
朝
貞
）
　
　
　
（
縫
）

戸
幕
府
日
記
』
同
日
条
は
、
当
日
の
様
子
を
「
巳
刻
二
野
出
御
、
琉
球
中
山
王
井
佐
鋪
・
王
城
・
金
武
御
礼
、
す
か
糸
五
百
斤
・
天
鷺
草
五
十

端
・
春
鳥
香
三
箱
・
香
餅
弐
香
合
・
薦
骨
香
三
箱
・
銀
子
三
百
枚
中
山
王
献
之
、
中
山
王
所
労
付
為
名
代
息
書
鋪
参
候
也
」
と
伝
え
て
い
る
。



こ
の
よ
う
に
、
家
光
が
引
見
し
た
の
は
佐
敷
（
王
子
）
・
玉
城
・
金
武

見
な
さ
れ
て
い
た
。

　
　
　
　
　
⑲

（
王
弟
）
の
三
名
で
あ
り
、

佐
敷
王
子
は
「
所
労
」
の
尚
豊
王
の
代
理
と

　
（
2
）
　
琉
球
人
の
登
城
名
目

　
問
題
は
こ
の
度
の
琉
球
人
が
い
か
な
る
名
王
で
登
城
し
た
か
で
あ
る
。
紙
屋
は
前
述
の
老
中
奉
書
（
〔
史
料
2
〕
）
に
つ
い
て
、
「
琉
球
之
国
主

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

御
代
替
」
の
部
分
を
「
琉
球
之
国
主
」
の
「
御
代
替
」
、
つ
ま
り
「
御
代
替
」
を
尚
寧
王
↓
尚
豊
王
と
解
釈
し
、
国
王
の
代
替
り
を
家
光
へ
謝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

す
た
め
の
「
恩
謝
使
」
と
す
る
。
加
え
て
紙
屋
は
（
寛
永
＝
年
）
二
月
九
日
付
で
、
尚
豊
王
が
島
津
家
嫡
子
光
久
（
在
江
戸
）
に
宛
て
た
書
札

に
注
臨
す
る
。

琉球使節の成立（木土）

〔
史
料
3
〕

　
　
　
　
　
　
（
寛
永
一
〇
年
）

謹
書
愚
書
候
、
然
者
去
歳
大
明
之
　
勅
使
被
成
着
岸
冠
致
頂
戴
満
足
藩
候
、
如
此
之
段
以
　
御
高
恩
之
儀
候
、
尤
以
添
奉
書
候
、

（
佐
敷
朝
益
）

佐
鋪
王
子
差
上
申
候
、
侃
為
御
礼
葬
構
築
方
物
致
進
上
里
親
、
件
々
嗣
子
別
紙
候
、
猶
重
玉
無
得
　
尊
意
候
、
骨
細
誠
恐
敬
白
、

（
寛
永
＝
年
）
二
月
九
日
　
　
　
　
　
中
山
王
尚
豊
（
花
押
）

　
　
（
・
島
津
）

進
上
　
光
久
尊
公

此
等
之
旨
為
可
令
言
上

　
す
な
わ
ち
尚
豊
王
は
、
寛
永
一
〇
年
に
明
か
ら
勅
使
が
来
塗
し
て
冊
封
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
た
の
も
、
島
津
氏
の
「
御
高
恩
」
に
よ
る
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
へ

し
て
、
弾
き
旨
を
申
し
述
べ
る
た
め
佐
敷
王
子
を
琉
球
か
ら
差
し
上
す
と
い
う
。
た
し
か
に
尚
豊
王
は
自
ら
の
三
遷
の
「
恩
」
を
謝
す
使
の
派

遣
を
表
明
し
て
お
り
、
一
見
こ
れ
は
紙
屋
の
「
恩
謝
使
」
説
を
補
強
す
る
史
料
に
思
え
る
。
し
か
し
重
要
な
こ
と
に
、
尚
豊
王
は
あ
く
ま
で
島

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

津
氏
に
対
し
て
派
遣
す
る
と
し
て
お
り
、
将
軍
へ
派
遣
す
る
と
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
よ
っ
て
〔
史
料
3
〕
は
家
光
へ
の
「
仕
出
使
」
説
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の
根
拠
た
り
え
な
い
。

　
そ
も
そ
も
、
紙
屋
説
は
〔
史
料
2
〕
の
「
御
代
替
」
を
尚
呈
出
↓
尚
豊
王
と
解
釈
す
る
点
に
問
題
が
あ
っ
た
。
と
い
う
の
も
、
〔
史
料
2
〕

で
尚
豊
王
の
状
態
を
表
す
「
当
国
主
煩
」
が
「
御
煩
」
で
な
い
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
「
御
」
の
つ
く
「
御
代
替
」
が
風
塵
王
↓
尚
豊
王
を
示

す
可
能
性
は
低
い
。
現
に
、
『
江
戸
幕
府
日
記
』
寛
永
一
一
年
七
月
二
三
日
条
に
「
今
度
御
代
替
之
　
御
上
洛
為
御
祝
洛
中
之
家
主
二
銀
子
五

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

千
貫
目
被
下
之
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
幕
府
の
認
識
に
よ
る
と
、
寛
永
一
一
年
の
家
光
の
上
洛
は
秀
忠
死
去
に
と
も
な
う
「
御
代
替
」
（
秀
忠

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

↓
家
光
）
の
上
洛
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
老
中
奉
書
（
〔
史
料
2
〕
）
に
お
け
る
「
御
代
替
偏
の
用
法
も
ま
た
、
秀
忠
↓
家
光
で
あ
る
こ
と
を
示

す
。
す
な
わ
ち
〔
史
料
2
〕
の
「
御
代
替
」
の
箇
所
は
、
「
琉
球
国
主
」
が
「
御
代
替
」
の
「
御
礼
」
を
す
る
と
読
め
、
「
御
代
替
」
は
尚
寧
王

↓
尚
豊
王
で
は
な
く
、
秀
恵
↓
家
光
を
示
す
も
の
と
結
論
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
こ
の
よ
う
に
〔
史
料
2
〕
〔
史
料
3
〕
を
再
検
討
し
た
結
果
、
寛
永
＝
年
の
一
行
を
家
光
に
派
遣
さ
れ
た
「
恩
鼻
溝
」
と
見
る
紙
屋
説
に

は
賛
同
で
き
な
い
。
そ
れ
で
は
「
御
代
替
」
が
秀
忠
↓
家
光
で
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
こ
の
一
行
を
「
賀
慶
使
」
と
捉
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

こ
こ
で
は
一
次
史
料
に
基
づ
き
、
幕
府
・
琉
球
・
薩
摩
藩
三
者
の
一
行
を
め
ぐ
る
認
識
差
に
注
意
し
た
い
。

　
ま
ず
は
幕
府
（
家
光
）
の
認
識
か
ら
確
認
す
る
。
家
光
に
し
て
み
れ
ば
、
寛
永
＝
年
の
琉
球
人
一
行
は
自
ら
の
「
御
代
替
」
に
対
し
て
挨

拶
し
に
来
た
「
御
礼
」
使
に
ほ
か
な
ら
な
い
（
〔
史
料
2
〕
）
。
『
江
戸
幕
府
日
記
』
に
は
、
家
光
が
閏
七
月
～
八
日
に
上
洛
に
供
奉
し
て
い
た
家

久
ら
二
八
名
の
西
国
大
名
に
御
暇
を
下
し
た
と
あ
り
、
同
日
条
に
「
琉
球
人
御
暇
被
下
之
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
さ
し
ず
め
家
光
の
認
識
は
諸

大
名
と
も
ど
も
琉
球
人
を
も
「
御
代
替
」
の
上
洛
に
供
奉
さ
せ
た
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

　
次
に
琉
球
お
よ
び
薩
摩
藩
の
認
識
を
確
認
し
た
い
。
そ
の
際
の
手
が
か
り
は
前
述
の
〔
史
料
3
〕
、
そ
し
て
京
都
か
ら
鹿
児
島
に
着
い
た
家

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

久
が
（
寛
永
＝
年
）
一
〇
月
一
一
一
日
付
で
尚
豊
王
に
宛
て
た
二
通
の
書
状
で
あ
る
。
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門
史
料
4
〕



　
　
　
　
　
　
　
（
金
武
朝
貞
）

為
改
年
之
祝
儀
金
武
王
子
被
差
渡
於
京
都
致
対
顔
節
々
虚
夢
本
望
存
候
、
傍
耳
旧
例
威
儀
太
平
布
百
端
・
練
芭
蕉
布
五
十
端
・
焼
酒
十
甕
贈
給
珍
重
存
候
、

従
是
蔑
勅
作
之
匂
袋
一
箱
十
重
・
薫
一
箱
・
屏
風
　
双
令
進
入
之
候
、
猶
委
細
者
従
家
老
中
之
申
出
候
、
恐
怪
謹
言
、

　
（
寛
永
一
一
年
）
十
月
骨
一
日
　
中
納
雷
家
久
御
判

　
　
　
（
尚
豊
王
）

謹
上
　
中
山
王

　
〔
史
料
5
〕

（
寛
永
～
○
）
　
（
明
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
佐
敷
朝
益
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
勲
）

去
年
　
従
唐
　
勅
使
被
相
渡
冠
造
成
頂
戴
御
満
足
之
由
尤
存
候
、
為
此
等
之
御
祝
儀
佐
鋪
王
子
渡
揖
、
幸
甚
々
々
、
遷
御
祝
物
共
御
盤
勤
之
蔓
紫
、
傍
能

　
　
　
〔
家
光
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
金
武
朝
貞
V

時
分
公
方
様
依
御
上
面
繋
舖
王
子
・
金
武
王
子
・
玉
城
各
御
礼
被
申
上
髭
我
等
大
悦
輔
導
、
委
曲
金
武
王
子
可
為
演
説
候
間
不
能
滋
藤
候
、
恐
怪
謹
言
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
島
津
）

　
（
寛
永
一
一
年
）
十
月
廿
一
日
　
中
納
醤
家
久
御
判

　
　
　
　
（
尚
豊
王
）

謹
上
　
中
山
王

琉球使節の成立（木土）

　
そ
れ
で
は
琉
球
（
尚
豊
王
）
の
認
識
に
つ
い
て
考
え
よ
う
。
琉
球
か
ら
派
遣
さ
れ
た
の
は
佐
敷
・
玉
城
・
金
武
ら
で
あ
っ
た
。
う
ち
金
武
王

子
は
〔
史
料
4
〕
に
拠
る
限
り
、
そ
も
そ
も
の
派
遣
目
的
は
藩
主
家
久
に
対
す
る
「
改
年
之
祝
儀
」
で
あ
っ
た
。
　
方
、
佐
敷
王
子
に
つ
い
て

〔
史
料
3
〕
及
び
〔
史
料
5
〕
を
統
合
す
る
と
、
寛
永
～
○
（
紫
野
六
）
年
に
明
か
ら
勅
使
が
到
着
し
、
尚
豊
王
が
冊
封
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い

て
藩
主
家
宝
（
お
よ
び
継
嗣
光
久
）
に
報
告
な
い
し
謝
す
べ
く
、
琉
球
か
ら
薩
摩
、
ひ
い
て
は
家
久
の
居
所
に
派
遣
さ
れ
た
も
の
と
理
解
で
き
る
。

よ
っ
て
〔
史
料
2
〕
が
語
る
よ
う
な
経
緯
、
す
な
わ
ち
王
が
煩
っ
て
い
る
か
ら
代
理
を
来
さ
せ
た
と
い
う
の
は
、
方
便
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

琉
球
側
に
当
初
、
「
御
代
替
」
（
秀
忠
↓
家
光
）
の
「
御
礼
」
使
と
し
て
の
自
覚
が
な
か
っ
た
以
上
、
今
回
の
琉
球
人
一
行
を
将
軍
に
対
す
る

「
賀
慶
使
」
な
い
し
使
節
と
呼
ぶ
の
は
不
正
確
で
あ
る
。

　
最
後
に
薩
摩
藩
（
家
建
）
の
認
識
を
見
て
お
こ
う
。
家
久
は
家
光
の
上
洛
を
「
能
時
分
」
、
す
な
わ
ち
好
機
と
捉
え
（
〔
史
料
5
〕
）
、
霞
ら
の
も

と
に
派
遣
さ
れ
て
き
た
金
武
王
子
を
（
〔
史
料
4
〕
）
、
島
津
氏
の
「
御
高
恩
」
に
対
す
る
謝
辞
を
述
べ
に
参
上
し
た
佐
敷
王
子
（
〔
史
料
3
〕
）
と
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も
ど
も
、
家
光
に
対
す
る
「
御
代
替
」
（
秀
忠
↓
家
光
）
の
「
御
礼
」
使
（
〔
史
料
2
〕
）
に
仕
立
て
上
げ
た
の
で
あ
っ
た
。

　
以
上
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
琉
球
国
王
が
公
式
に
将
軍
に
派
遣
し
た
も
の
で
は
な
い
寛
永
二
年
の
一
行
を
、
琉
球
使
節
と
見
な
す
こ
と
は

で
き
な
い
。
そ
も
そ
も
こ
の
一
行
を
、
「
賀
慶
使
」
「
恩
謝
使
」
の
枠
組
み
に
落
と
し
込
む
こ
と
自
体
に
無
理
が
あ
っ
た
と
い
え
、
四
月
来
の
将

軍
の
上
洛
を
前
提
と
し
た
動
き
の
中
で
、
薩
摩
藩
が
見
せ
た
臨
機
応
変
な
対
応
に
こ
そ
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
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第
三
節
　
寛
永
一
一
年
に
確
定
し
た
「
附
庸
」

　
以
上
、
寛
永
一
一
年
四
～
五
月
段
階
に
お
け
る
琉
球
高
の
披
露
、
そ
し
て
閏
七
月
九
日
の
琉
球
人
～
行
の
「
御
礼
」
に
つ
い
て
、
通
説
を
再

検
討
し
て
き
た
。
寛
永
一
一
年
に
「
幕
藩
体
湖
の
中
の
「
異
国
」
」
1
1
琉
球
が
確
定
す
る
と
し
た
と
す
る
紙
屋
に
拠
る
な
ら
ば
、
琉
球
1
1
「
異

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

国
」
を
示
す
の
は
、
序
に
掲
げ
た
閏
七
月
一
六
日
発
給
の
領
知
判
物
の
「
此
外
」
と
い
う
文
雷
で
あ
っ
た
。
た
し
か
に
紙
屋
が
い
う
よ
う
に
、

こ
の
文
雷
は
琉
球
が
薩
摩
・
大
隅
な
ど
と
は
単
純
に
並
列
で
き
な
い
、
つ
ま
り
「
異
国
」
で
あ
る
と
い
う
幕
府
の
認
識
を
示
し
て
い
る
。
そ
の

た
め
、
こ
の
判
物
が
発
給
さ
れ
た
こ
と
自
体
に
琉
球
涯
「
幕
藩
体
制
の
申
扁
の
要
素
を
、
「
構
外
」
の
文
言
に
琉
球
聾
「
異
国
」
の
要
素
を
見

る
の
は
妥
当
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
こ
れ
ま
で
記
載
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
「
異
国
」
の
高
が
判
物
に
記
載
さ
れ
た
点
は
画
期
で
あ
る
と
し
て
も
、

実
際
に
は
琉
球
高
分
の
軍
役
は
課
さ
れ
な
い
な
ど
（
〔
史
料
！
〕
⑤
）
、
幕
府
が
琉
球
に
見
た
「
異
国
」
性
の
内
実
が
寛
永
＝
年
の
前
と
後
で

変
化
し
た
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
点
に
は
注
意
が
必
要
で
あ
る
。

　
そ
の
点
、
紙
屋
は
変
化
を
見
て
い
た
。
本
章
第
一
節
で
触
れ
た
よ
う
に
、
紙
屋
の
場
合
、
寛
永
一
〇
年
に
尚
豊
王
が
冊
封
さ
れ
て
琉
明
関
係

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

が
正
常
化
す
る
と
い
う
国
際
情
勢
（
以
下
、
〈
冊
封
・
正
常
化
V
）
を
重
視
す
る
。
す
な
わ
ち
、
④
幕
府
は
〈
冊
封
・
正
常
化
〉
を
認
識
し
た
上
で
、

琉
球
が
明
の
冊
封
国
と
し
て
の
「
異
国
」
で
あ
る
こ
と
を
新
た
に
認
め
た
。
そ
し
て
、
◎
新
た
に
明
か
ら
冊
封
さ
れ
た
尚
豊
王
が
家
光
に
謝
す

べ
く
派
遣
し
た
「
恩
謝
使
偏
を
引
見
す
る
。
更
に
は
、
⑳
そ
の
直
後
の
判
物
で
、
琉
球
が
明
の
冊
封
国
1
1
「
異
国
」
で
あ
る
こ
と
を
示
す
「
此

外
」
の
文
言
を
加
え
た
。
い
わ
ば
召
命
の
対
応
を
受
け
、
幕
府
が
琉
球
を
再
定
置
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。



琉球使節の成立（木土）

　
こ
の
よ
う
な
論
理
展
開
で
は
、
寛
永
＝
年
に
「
異
国
」
の
内
実
に
つ
い
て
の
画
期
、
す
な
わ
ち
幕
府
が
新
た
に
琉
明
関
係
を
公
認
し
た
と

い
う
意
義
を
与
え
ざ
る
を
え
な
い
。
し
か
し
④
に
つ
い
て
、
肝
心
の
幕
府
に
〈
冊
封
・
正
常
化
〉
の
認
識
が
あ
っ
た
点
は
証
明
さ
れ
な
い
。
そ

も
そ
も
当
の
家
光
は
四
月
に
説
明
を
受
け
る
ま
で
琉
球
の
来
歴
な
ど
知
ら
ず
、
老
中
酒
井
に
し
て
も
琉
球
情
報
を
家
老
の
伊
勢
か
ら
聞
か
さ
れ

る
逆
な
の
で
あ
る
（
〔
史
料
！
〕
③
）
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
し
て
も
、
前
年
の
上
谷
関
係
の
新
周
面
云
々
が
幕
閣
の
判
断
に
影
響
を
与
え
た
と
は

考
え
ら
れ
な
い
。
加
え
て
紙
屋
説
で
は
④
と
⑳
を
橋
渡
し
す
る
◎
「
恩
蔵
出
」
説
に
難
が
あ
る
以
上
、
⑦
↓
◎
の
よ
う
な
理
解
は
成
り
立
た
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
そ
こ
で
本
章
で
は
、
寛
永
＝
年
の
琉
球
を
め
ぐ
る
動
き
を
以
下
の
よ
う
に
理
解
す
る
こ
と
に
す
る
。
⑭
寛
永
一
一
年
の
四
月
、
「
御
代
替
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

を
契
機
に
薩
摩
藩
は
家
光
に
初
め
て
琉
球
高
を
披
露
し
た
。
⑤
続
い
て
閏
七
月
九
日
に
は
「
御
代
替
」
の
「
御
礼
」
の
た
め
、
家
久
は
琉
球
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
・
・
　
　
　
　
　
　
　
⑳

～
行
を
家
光
に
引
き
出
す
。
⑱
そ
し
て
そ
の
一
週
間
後
の
閏
七
月
一
六
日
、
「
御
代
替
」
の
領
知
判
物
が
発
給
さ
れ
、
そ
こ
に
は
琉
球
高
が
明

記
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
⑭
～
⑥
の
出
来
事
は
い
ず
れ
も
「
御
代
替
」
（
秀
忠
↓
家
光
）
を
受
け
た
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
ら
は
紙
屋
が
い
う
よ
う

な
〈
冊
封
・
正
常
化
〉
で
は
な
く
、
「
御
代
替
」
（
秀
忠
↓
家
光
）
と
い
う
国
内
政
局
の
文
脈
で
｝
貫
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
と
す
る
な
ら
ば
、
幕
府
・
薩
摩
藩
・
琉
球
の
関
係
を
見
る
上
で
寛
永
＝
年
と
い
う
年
が
持
つ
意
義
は
、
家
光
と
家
勢
の
問
で
次
の
二
点
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

確
認
さ
れ
た
こ
と
に
あ
ろ
う
。
第
一
に
、
「
異
国
」
で
あ
る
琉
球
の
知
行
高
（
＝
一
万
至
聖
）
は
将
軍
が
島
津
氏
に
宛
て
行
う
性
質
の
も
の
で
あ

る
と
い
う
点
（
領
知
判
物
）
。
そ
れ
以
前
に
琉
球
高
の
扱
い
が
領
知
宛
行
制
の
中
で
定
ま
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
思
え
ば
、
判
物
へ
の
明
記
は

島
津
氏
の
琉
球
領
有
を
つ
い
に
保
障
し
た
と
い
え
る
。
本
稿
は
、
こ
こ
に
近
世
琉
球
の
一
大
原
則
た
る
「
附
庸
」
の
原
理
が
確
定
し
た
と
見
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

も
の
で
あ
る
。
琉
球
が
島
津
氏
の
属
国
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
「
附
庸
」
の
概
念
は
、
こ
れ
ま
で
紙
屋
に
よ
っ
て
「
附
庸
」
説
の
問
題
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

て
、
つ
ま
り
は
中
世
以
来
の
歴
史
性
を
島
津
氏
が
主
張
す
る
由
緒
論
の
文
脈
で
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
い
ま
こ
れ
を
実
態
論
と
し
て
捉
え
直
す
な

ら
ば
、
「
附
庸
」
は
寛
永
一
一
年
に
、
将
軍
と
大
名
間
の
関
係
を
根
本
か
ら
規
定
す
る
領
知
判
物
に
琉
球
高
が
記
載
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

幕
藩
関
係
の
中
で
確
定
し
た
と
再
評
価
で
き
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
家
光
と
家
長
に
よ
っ
て
確
認
さ
れ
た
第
二
の
点
は
、
島
津
氏
が
「
異
国
人
」
で
あ
る
琉
球
人
に
命
じ
る
こ
と
で
、
琉
球
人
は
将
軍
に
供
奉
す
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ヘ
　
　
へ

る
も
の
で
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
（
琉
球
人
の
京
都
上
り
）
。
第
一
の
点
が
、
将
軍
に
よ
る
琉
球
口
島
津
氏
の
「
附
庸
」
の
公
認
を
意
味
す
る
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

す
れ
ば
、
第
二
の
点
は
、
島
津
氏
に
よ
る
琉
球
1
1
島
津
氏
の
「
附
庸
」
の
実
演
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
家
久
は
「
御
代
替
し
（
秀
忠
↓
家
光
）
の

上
洛
と
い
う
見
せ
場
に
か
こ
つ
け
、
琉
球
人
を
「
御
礼
」
に
来
さ
せ
る
こ
と
で
、
琉
球
高
が
自
ら
の
領
地
高
に
記
載
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
点
を

印
象
づ
け
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
島
津
氏
の
「
附
庸
」
と
し
て
琉
球
が
据
え
置
か
れ
た
と
い
う
意
味
で
寛
永
＝
年
は
画
期
と
い
え
、
現
に
こ
れ
以
降
、
家
光

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

政
権
は
琉
球
に
ま
で
キ
リ
シ
タ
ン
禁
制
を
推
し
進
め
る
な
ど
、
琉
球
が
島
津
氏
の
「
附
庸
」
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
た
政
策
を
進
め
て
い
く
。

と
は
い
え
本
稿
で
は
、
寛
永
一
一
年
に
近
世
琉
球
の
地
位
が
確
定
し
た
と
い
う
よ
う
な
紙
屋
の
理
解
は
と
ら
な
い
。
こ
の
段
階
で
琉
球
使
節
は

未
成
立
な
の
で
あ
る
。

①
序
注
⑦
⑧
参
照
。

②
紙
屋
前
掲
「
琉
球
国
司
同
一
。
そ
の
他
、
紙
歴
門
琉
球
支
配
と
幕
藩
体
制
」
（
同

　
前
掲
咽
幕
藩
魁
国
家
の
琉
球
支
配
』
所
収
、
初
出
一
九
七
六
年
）
・
紙
屋
「
琉
球

　
の
慶
賀
使
に
つ
い
て
」
（
同
隅
東
ア
ジ
ア
の
な
か
の
琉
球
と
薩
摩
藩
』
校
倉
書
房
、

　
二
〇
＝
二
年
所
収
、
初
出
一
九
九
九
年
）
も
参
照
。

③
㎎
後
編
㎞
五
t
七
～
○
。

④
紙
屋
前
掲
門
琉
球
国
司
考
」
。

⑤
紙
屋
前
掲
「
琉
球
直
下
考
」
。
な
お
、
島
津
義
久
書
状
が
慶
長
九
年
二
月
に
作

　
成
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
異
論
も
あ
る
（
黒
島
敏
『
琉
球
王
国
と
戦
国
大

　
名
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
六
年
、
一
七
二
～
～
八
工
頁
）
。

⑥
寛
永
＝
年
三
月
～
五
月
四
日
に
お
け
る
酒
井
の
半
月
番
は
、
四
月
上
旬
の
み

　
で
あ
る
（
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
編
畷
細
川
家
史
料
輪
＝
、
七
　
二
号
）
。

⑦
紙
鷹
前
掲
「
琉
球
支
配
と
幕
藩
体
制
」
。

⑧
紙
屋
前
掲
「
琉
球
国
司
考
」
。

⑨
藤
井
譲
治
「
秀
忠
親
政
期
の
領
知
宛
行
制
偏
（
岡
前
掲
『
徳
川
将
軍
家
領
知
宛

　
行
鵜
の
研
究
㎞
所
収
、
初
出
二
〇
〇
五
年
）
。

⑩
伊
勢
の
来
歴
・
評
価
な
ど
に
つ
い
て
は
、
以
下
、
山
本
前
掲
『
寛
永
時
代
騙

　
（
一
五
九
～
一
六
二
頁
）
に
拠
る
。

⑪
紙
屋
前
掲
「
琉
球
支
配
と
幕
藩
体
麟
」
。

⑫
当
該
期
が
薩
摩
藩
の
知
行
改
革
期
に
盗
た
る
こ
と
は
、
山
本
博
文
「
薩
摩
藩
に

　
お
け
る
寛
永
期
の
位
置
」
（
同
『
幕
藩
制
の
成
立
と
近
世
の
国
制
㎞
校
倉
轡
房
、

　
～
九
九
〇
年
所
収
、
初
出
一
九
八
五
年
）
に
詳
し
い
。
ま
た
、
薩
摩
藩
が
琉
球
高

　
を
含
め
た
軍
役
体
系
の
創
出
を
狙
っ
た
と
す
る
上
原
兼
善
「
島
津
家
久
の
領
内
編

　
成
」
（
同
『
幕
藩
鱗
形
成
期
の
琉
球
支
配
㎞
杏
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
一
年
所
収
）

　
の
重
要
な
指
摘
も
あ
る
。

⑬
藤
井
譲
治
『
徳
川
家
光
隔
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
七
年
、
九
六
頁
）
参
照
。

⑭
．
隅
江
戸
幕
府
日
記
㎞
（
姫
路
酒
井
家
本
、
ゆ
ま
に
書
房
）
同
日
条
。
以
下
、
本

　
稿
で
欄
江
戸
幕
府
日
記
㎞
を
引
用
す
る
場
合
、
ゆ
ま
に
書
房
の
も
の
に
拠
る
。

⑮
山
本
博
文
魍
鎖
国
と
海
禁
の
時
代
㎞
（
校
倉
書
房
、
一
九
九
五
年
、
四
七
頁
）
。

⑯
『
後
編
』
五
一
七
四
九
。
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⑰
門
伊
勢
文
書
」
（
『
宮
崎
県
史
』
史
料
藩
中
世
一
、
看
客
八
頁
）
。

⑬
噸
後
編
㎞
五
一
七
五
〇
。

⑲
佐
敷
・
金
武
は
そ
れ
ぞ
れ
〔
史
料
2
〕
の
「
子
息
」
・
「
国
主
舎
弟
」
に
棺
当
す

　
る
。
玉
城
は
横
山
前
掲
『
琉
球
国
使
節
渡
来
の
研
究
』
（
四
七
三
頁
）
に
拠
る
と
、

　
尚
氏
の
朝
秀
（
～
六
～
九
～
五
三
）
に
当
た
る
。

⑳
鴨
後
編
㎏
六
i
一
八
二
。
関
連
し
て
『
後
編
㎞
五
－
六
八
六
参
照
。

㊧
　
こ
の
点
に
関
連
し
て
、
山
本
博
文
は
「
島
津
氏
は
、
琉
球
国
王
が
明
の
柵
封
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
受
け
た
た
め
に
遣
わ
し
た
島
津
氏
へ
の
謝
恩
使
を
家
光
へ
の
慶
賀
使
に
し
た
て
て

　
拝
謁
さ
せ
」
（
傍
点
は
引
用
者
）
た
と
い
う
重
要
な
指
摘
を
行
な
っ
て
い
る
（
同

　
晶
剛
掲
欄
審
川
・
水
時
代
㎞
＝
エ
ハ
頁
）
Q

⑫
　
　
『
後
編
㎞
五
一
七
八
五
、
『
後
編
』
五
－
七
八
六
。

⑬
　
幕
府
が
「
此
外
」
の
文
言
を
付
し
た
点
に
つ
い
て
紙
屡
は
、
尚
豊
が
明
の
冊
封

　
を
受
け
た
こ
と
（
し
た
が
っ
て
琉
球
が
「
異
国
」
で
あ
る
こ
と
）
を
容
認
す
る
と

　
い
う
意
と
、
島
津
氏
に
対
し
て
琉
球
高
分
の
軍
役
を
課
さ
な
い
と
い
う
意
が
込
め

　
ら
れ
て
い
る
と
述
べ
る
（
紙
屋
前
掲
「
琉
球
国
司
考
」
ほ
か
）
。
〔
史
料
1
〕
⑥
で
、

　
軍
役
を
課
さ
な
い
こ
と
が
老
中
か
ら
明
書
さ
れ
て
い
る
経
緯
を
踏
ま
え
る
と
、
後

　
者
は
妥
当
と
い
え
る
。
一
方
、
前
者
に
つ
い
て
い
え
ば
、
琉
球
が
幕
雇
か
ら
「
異

　
国
」
扱
い
さ
れ
て
い
る
点
に
異
論
は
な
い
。
た
だ
し
、
そ
れ
を
前
年
の
冊
封
と
直

　
接
結
び
つ
け
る
説
明
に
は
賛
同
で
き
な
い
。
前
年
の
動
き
如
侮
に
関
わ
ら
ず
、
琉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
球
高
は
将
軍
以
下
に
と
っ
て
は
「
異
国
之
知
行
之
高
」
（
〔
史
料
1
〕
④
）
な
の
で

　
あ
る
。
も
っ
と
も
、
そ
の
「
異
国
」
と
ど
の
よ
う
な
関
係
を
構
築
す
る
か
、
あ
る

　
い
は
そ
の
「
異
国
」
の
地
位
を
ど
の
よ
う
に
表
現
す
る
か
と
い
う
点
は
し
ば
し
ば

　
流
動
的
な
の
で
あ
り
、
本
稿
で
は
幕
府
が
琉
球
国
王
と
書
翰
を
交
わ
す
関
係
に
立

　
ち
至
っ
た
寛
永
二
一
年
に
画
期
を
見
る
も
の
で
あ
る
（
第
三
章
）
。

⑳
　
藤
井
譲
治
「
寛
永
十
一
年
の
領
知
朱
印
改
め
」
（
同
前
掲
『
徳
川
将
軍
家
領
知

　
宛
行
剃
の
研
究
騙
所
収
）
。

㊧
　
注
⑤
参
照
。

⑳
　
こ
の
点
に
つ
い
て
は
別
稿
を
用
意
し
て
い
る
。

第
二
章
　
寛
永
一
＝
年
の
江
戸
上
5
1
に
向
け
た
先
例
調
査

琉球使節の成立（木土）

　
寛
永
二
　
（
一
六
四
四
）
年
の
江
戸
上
り
は
、
寛
永
一
七
年
五
月
に
尚
豊
王
が
死
去
し
尚
賢
が
跡
を
継
い
だ
こ
と
、
お
よ
び
翌
…
八
年
八
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

に
家
綱
が
誕
生
し
た
こ
と
を
受
け
、
琉
球
国
王
か
ら
江
戸
城
の
家
光
・
家
綱
の
も
と
へ
派
遣
さ
れ
た
二
種
類
の
使
者
か
ら
な
る
。
『
通
航
一
覧
瞬

の
整
理
に
拠
れ
ば
、
寛
永
二
一
年
の
六
月
に
家
光
が
江
戸
城
で
引
見
し
た
こ
れ
ら
の
も
の
は
“
噛
矢
と
し
て
の
「
恩
早
使
」
（
前
者
）
と
、
「
賀

慶
使
」
（
後
者
）
で
あ
り
、
豊
見
山
は
こ
こ
に
江
戸
参
府
恒
例
化
の
端
緒
を
見
て
き
た
。

　
本
章
で
注
目
し
た
い
の
は
、
江
戸
上
り
を
直
前
に
控
え
た
二
月
に
江
戸
で
生
じ
た
動
き
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
慶
長
～
寛
永
期
に
琉
球
か
ら

江
戸
・
京
都
な
ど
に
派
遣
さ
れ
て
き
た
使
者
ら
の
先
例
が
、
初
め
て
網
羅
的
に
調
査
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
調
査
が
な
さ
れ
た
発
端
は
、

来
る
江
戸
上
り
の
迎
接
体
嗣
を
整
え
る
必
要
の
あ
っ
た
老
中
が
薩
摩
藩
留
守
居
に
先
例
を
闘
い
合
わ
せ
た
こ
と
に
あ
る
。
琉
球
使
節
が
何
で
な
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く
て
何
で
あ
る
か
を
見
極
め
る
た
め
に
も
、
こ
こ
で
は
寛
永
二
一
年
二
月
以
前
の
様
々
な
琉
球
人
一
行
の
内
実
、
お
よ
び
そ
れ
ら
が
琉
球
使
節

の
成
立
と
い
う
観
点
か
ら
い
か
に
評
価
で
き
る
か
を
論
じ
る
こ
と
に
す
る
。
ま
ず
は
老
中
や
留
守
居
が
先
例
た
り
う
る
も
の
と
し
て
、
い
か
な

る
も
の
を
挙
げ
た
か
を
確
認
す
る
こ
と
か
ら
始
め
よ
う
。
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第
一
節
　
先
例
と
し
て
挙
が
っ
た
様
々
な
琉
球
人
㎜
行

　
江
戸
上
り
を
わ
ず
か
四
ヶ
月
後
に
控
え
た
寛
永
「
＝
濫
僧
月
初
め
、
老
中
の
阿
部
忠
秋
は
薩
摩
藩
江
戸
詰
家
老
の
新
納
に
対
し
て
、
過
去
に

派
遣
さ
れ
た
琉
球
人
の
先
例
を
問
い
合
わ
せ
た
。
そ
れ
を
受
け
、
新
納
が
鹿
児
島
に
報
告
す
る
と
と
も
に
、
詳
細
を
質
問
し
た
の
が
次
の
史
料

　
　
②

で
あ
る
。

〔
史
料
6
〕

　
　
　
　
　
　
（
金
武
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
家
綱
）

猶
以
上
度
之
使
者
金
王
子
ハ
王
位
之
継
目
之
御
礼
題
目
二
而
露
髄
与
御
尋
候
問
、
両
使
国
元
性
理
候
由
承
候
、
　
若
君
様
御
祝
儀
可
申
上
儀
専
二
候
間
、

金
王
子
ハ
戯
画
参
候
ハ
ん
と
藩
候
、
A
エ
人
を
以
継
目
合
槌
ハ
定
而
可
傾
申
上
演
与
申
入
置
候
、
以
其
御
心
得
王
子
よ
り
之
御
状
も
両
不
参
候
而
可
然

存
候
、
乍
泣
言
金
王
子
ハ
　
若
君
様
御
誕
生
目
出
度
由
之
御
書
持
参
、

今
～
人
ハ
継
目
之
御
祝
言
之
御
書
持
参
尤
候
、

　
（
④
）

　
殿
帰
国
二
細
々
申
候
無
二
、
状
ハ
異
国
よ
り
之
儀
幽
間
文
章
二
相
調
朗
然
存
候
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
⑥
）

　
是
ハ
江
戸
迄
被
参
候
哉
、
何
之
御
用
に
て
候
哉
、
御
尋
候
ハ
・
可
相
知
与
存
候
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
忠
秋
）
　
　
（
新
納
久
詮
）

態
態
飛
脚
申
入
候
、
然
者
昨
日
阿
部
豊
後
守
殿
右
衛
門
佐
被
召
寄
被
仰
繭
紬
ハ
、
前
々
従
漁
礁
使
者
被
爆
進
上
刻
者
如
何
海
道
等
之
儀
　
御
公
儀
よ
り
被

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
①
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
尚
寧
）
　
　
　
　
　
（
島
津
家
久
）

仰
付
候
哉
、
然
々
御
宴
描
出
被
成
候
、
存
広
本
世
盛
二
度
由
御
意
候
、
右
衛
門
申
上
国
ハ
、
先
年
王
位
を
同
心
に
て
中
納
言
参
勤
之
刻
者
海
道
等
御
伝
馬

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
④
）
　
　
　
　
　
　
　
（
島
津
久
元
X
押
勢
貞
昌
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
②
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
文
箱
皇
霊
之
様
子
ハ
喜
入
舎
人

将
又
相
良
満
右
衛
門
尉
も
琉
球
人
召
列
為
事
罷
上
様
二
出
合
申
候
、

為
御
存
知
候
、
以
上
、

　
　
　
（
球
）

被
下
宿
も
誓
願
寺
へ
為
様
仰
付
由
承
候
、
ケ
様
の
儀
為
存
下
野
・
兵
部
少
な
と
も
無
上
座
浴
得
ハ
当
時
ハ
憶
意
へ
覚
得
候
資
財
之
候
、
国
許
へ
尋
申
重
而

到
来
次
第
可
申
上
組
御
返
事
申
上
候
得
ハ
、
尤
左
様
二
可
有
之
候
、
少
成
共
為
覚
得
人
有
之
候
ハ
・
書
付
に
て
下
中
上
腿
被
田
下
候
而
、
銀
被
仰
候
ハ
、

西
之
丸
へ
琉
球
之
使
者
曲
想
出
様
二
御
桜
之
由
被
仰
候
間
、
笈
許
に
て
色
々
思
案
仕
又
ケ
様
之
儀
可
存
様
成
人
へ
尋
見
幹
候
得
共
擦
無
之
候
、
殿
御
成
之



琉球使節の成立（木±）

先
々
百
人
程
参
候
様
二
相
聞
得
候
与
申
上
山
、
是
も
去
年
海
江
田
伊
左
衛
門
被
参
候
刻
百
廿
人
金
被
召
上
之
由
被
覆
越
候
問
如
簾
候
、

替
儀
無
之
間
可
御
心
易
候
、
恐
怪
謹
言
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
新
納
右
衛
門
佐

　
（
寛
永
二
一
年
）
二
月
四
日
　
　
久
詮
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
島
津
図
書
頭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
久
通
（
花
押
）

　
　
　
　
（
有
栄
）

　
　
山
田
民
部
少
輔
様

　
　
　
　
（
久
政
）

　
　
穎
娃
左
馬
頭
様

　
　
　
　
（
久
加
）

　
　
本
郷
佐
渡
守
様

　
　
　
　
（
久
国
）

　
　
川
上
因
幡
守
様

　
　
　
　
　
　
　
人
々
御
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
⑤
）
　
　
　
（
金
武
朝
茶
）
　
（
佐
敷
朝
益
）
　
（
島
津
家
久
）

刻
琉
玖
之
楽
人
参
候
、
此
衆
な
と
若
鳥
罷
荒
事
も
哉
候
ハ
ん
、
又
日
金
王
子
・
佐
敷
王
子
　
黄
門
様
へ
為
御
目
見
得
京
迄
被
参
候
刻
幸
京
都
へ
被
参
合
候

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
家
光
〉
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
◎
）

と
て
二
条
之
　
御
巡
に
て
　
公
方
様
へ
御
目
見
得
之
様
二
及
承
候
与
出
合
申
候
、
其
外
二
従
琉
遺
書
使
者
誰
そ
然
許
へ
戸
倉
参
儀
田
無
之
候
哉
、
近
年
久

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
◎
）

志
川
被
参
態
様
二
覚
申
愚
人
も
御
座
候
、
是
ハ
京
迄
二
而
候
哉
、
又
此
元
迄
被
参
候
哉
、
何
之
御
用
に
て
候
哉
、
若
左
様
鼠
害
御
座
候
ハ
・
以
御
書
付
を

急
度
可
被
仰
上
葉
、
そ
れ
二
番
而
今
度
之
使
者
之
御
馳
走
・
宿
等
も
機
智
仰
付
様
子
二
承
得
候
、
人
数
も
い
か
ほ
と
参
候
哉
与
御
尋
候
間
、
国
許
迄
ハ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
寛
永
二
〇
年
）
　
（
仲
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
③
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
等
外
此
許
何
ぞ
相

　
か
つ
て
豊
見
山
は
本
史
料
の
一
部
を
寛
永
二
〇
年
の
も
の
と
し
て
引
用
し
た
が
、
再
検
討
の
結
果
、
寛
永
二
一
年
の
二
月
四
日
付
と
見
る
べ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

き
も
の
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
し
た
が
っ
て
江
戸
上
り
を
直
前
に
控
え
た
こ
の
時
期
に
お
い
て
、
老
中
阿
部
は
幕
府
の
こ
れ
ま
で
の
対
応

に
つ
い
て
「
如
何
海
道
等
之
儀
　
御
公
儀
よ
り
被
　
仰
付
候
哉
、
然
々
御
詰
得
不
被
成
」
（
①
）
と
い
う
状
況
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
寛
永
一

一
年
時
の
引
見
は
京
都
で
な
さ
れ
、
し
か
も
京
都
に
お
け
る
宿
以
外
を
幕
府
が
手
配
し
た
形
跡
は
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
東
海
道
を
含
む
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「
海
道
等
薬
療
」
を
ど
の
よ
う
に
手
配
し
た
ら
よ
い
か
に
つ
い
て
、
阿
部
が
不
明
で
あ
っ
た
の
も
無
理
は
な
い
。
一
方
、
慶
長
以
来
活
躍
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

き
た
古
老
の
伊
勢
ら
を
亡
く
し
た
い
ま
、
情
報
の
少
な
さ
で
は
江
戸
薩
摩
藩
邸
の
新
納
ら
も
同
様
で
あ
っ
た
（
②
）
。
そ
こ
で
新
納
は
何
と
か

過
去
五
回
（
時
系
列
に
沿
っ
て
④
～
◎
と
表
記
）
の
琉
球
人
の
使
者
を
挙
げ
、
詳
細
を
国
許
に
確
か
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
琉
球
使
節
な
る
も
の

が
い
ま
だ
定
型
化
さ
れ
て
お
ら
ず
、
そ
の
た
め
関
係
者
が
過
去
の
情
報
を
持
ち
寄
っ
て
模
索
し
て
い
る
姿
か
ら
は
、
幕
府
お
よ
び
薩
摩
藩
中
枢

が
こ
の
段
階
で
琉
球
人
使
者
を
ど
の
よ
う
に
認
識
し
て
い
た
か
が
推
し
量
れ
よ
う
。
ま
ず
は
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
時
系
列
に
沿
っ
て
検
証
し
て

　
⑤

お
く
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
尚
寧
）

④
慶
長
一
五
（
一
六
一
〇
）
年
「
先
年
王
位
を
同
心
…
宿
も
誓
願
寺
へ
為
被
仰
付
由
承
候
」

　
琉
球
入
り
の
翌
慶
長
一
五
年
に
家
畜
が
尚
聖
王
を
伴
い
、
駿
府
・
江
戸
の
家
康
・
秀
忠
に
拝
謁
し
た
事
実
を
指
し
て
い
る
。
②
に
見
る
よ
う

に
、
薩
摩
藩
邸
で
は
三
〇
潮
害
上
前
の
こ
の
出
来
事
を
詳
細
に
知
る
人
物
は
お
ら
ず
、
豊
見
山
に
拠
れ
ば
「
慶
長
期
に
お
け
る
駿
府
・
江
戸
へ

の
参
府
が
前
例
と
し
て
十
分
に
考
慮
さ
れ
て
い
な
い
」
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

⑤
寛
永
七
年
「
西
之
丸
へ
琉
球
之
使
者
為
罷
出
様
二
・
－
此
露
な
と
若
為
罷
望
事
も
藩
候
ハ
ん
」

　
老
中
阿
部
の
記
憶
に
拠
れ
ば
、
か
つ
て
「
琉
球
之
使
者
」
が
江
戸
城
西
之
丸
に
登
城
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
と
い
う
。
新
納
は
思
案
し
た
結
果
、

「
御
成
之
刻
」
の
出
来
事
か
と
し
て
い
る
。
こ
こ
で
い
う
「
御
成
」
は
寛
永
七
年
四
月
一
八
日
・
四
月
一
一
一
日
に
、
そ
れ
ぞ
れ
家
光
・
秀
忠
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

桜
田
薩
摩
藩
邸
に
「
御
成
」
を
し
た
と
き
の
こ
と
を
指
す
。
こ
の
と
き
家
光
の
御
前
で
は
「
琉
球
よ
り
楽
人
上
下
三
拾
人
余
」
（
「
無
徳
十
三
歳
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
家
光
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
陪
）

ら
）
に
よ
る
奏
楽
が
披
露
さ
れ
、
家
光
は
「
公
方
様
御
快
然
不
斜
」
と
い
っ
た
模
様
で
、
家
老
の
伊
勢
過
載
は
「
於
日
本
如
此
異
国
人
令
倍
従

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

楽
と
も
仕
候
事
可
謂
前
代
未
聞
歌
」
と
誇
ら
し
げ
に
書
き
残
し
て
い
る
。
そ
の
後
、
同
年
六
月
一
〇
日
に
は
「
琉
球
人
思
徳
…
以
上
六
人
被
為

　
　
　
　
　
　
（
島
溝
家
久
）
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

召
有
二
付
、
松
平
薩
摩
守
家
来
召
連
参
上
」
と
あ
る
よ
う
に
、
楽
人
衆
は
江
戸
城
に
登
っ
て
い
る
。
阿
部
が
記
憶
す
る
「
西
之
丸
」
と
の
関
連

か
ら
い
っ
て
、
お
そ
ら
く
は
秀
忠
が
所
望
す
る
か
た
ち
で
、
件
の
楽
人
衆
が
江
戸
城
西
之
丸
（
秀
忠
の
居
所
）
に
て
奏
楽
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

◎
寛
永
～
一
年
「
金
王
子
・
佐
敷
王
子
…
与
出
合
申
候
」
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こ
れ
は
前
章
で
見
た
寛
永
＝
年
の
京
都
上
り
に
相
当
す
る
。
む
ろ
ん
新
納
に
は
、
こ
こ
に
「
恩
謝
使
」
や
「
賀
慶
使
」
の
噛
矢
を
見
る
意

識
は
な
い
。
◎
は
当
事
者
の
意
識
に
お
い
て
、
当
該
期
に
幾
度
か
派
遣
さ
れ
た
琉
球
人
一
行
の
一
齢
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
だ
け
で
あ
る
。

④
寛
永
一
三
年
「
相
良
満
右
衛
門
尉
も
琉
球
人
召
列
…
何
之
御
用
に
て
候
哉
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

　
藩
士
相
良
が
琉
球
人
を
召
し
躍
れ
た
の
は
寛
永
一
三
年
の
こ
と
で
あ
り
、
後
水
尾
上
皇
の
要
望
に
よ
り
琉
球
楽
人
が
仙
洞
御
所
に
て
御
前
奏

楽
を
行
っ
た
事
実
を
指
し
て
い
る
。
派
遣
先
か
ら
し
て
、
本
稿
が
問
題
に
す
る
琉
球
使
節
に
繋
が
る
も
の
で
は
な
い
。

④
寛
永
三
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
孟
宗
能
）

　
〔
史
料
6
〕
に
記
述
は
な
い
が
、
寛
永
三
年
、
秀
思
・
家
光
が
上
洛
し
て
二
条
城
に
後
水
尾
天
皇
の
行
幸
を
迎
え
た
際
、
家
久
は
今
帰
仁
親

方
ほ
か
琉
球
人
三
人
を
召
し
連
れ
て
上
洛
し
て
お
り
、
こ
の
と
き
三
人
（
「
小
童
（
楽
童
子
）
」
）
が
「
天
下
希
代
之
行
幸
」
を
「
拝
見
」
し
た
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

と
が
別
史
料
か
ら
判
明
す
る
。
と
は
い
え
、
こ
こ
で
の
楽
人
衆
は
秀
忠
・
家
光
ら
に
引
き
出
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。

琉球使節の成立（木土）

第
二
節
　
琉
球
使
節
の
前
史

　
そ
れ
で
は
寛
永
二
年
の
も
の
も
含
め
、
寛
永
末
年
段
階
で
＠
④
⑤
◎
④
の
よ
う
な
前
史
が
存
在
す
る
こ
と
は
、
琉
球
使
節
の
成
立
と
い
う

観
点
か
ら
い
か
に
評
価
で
き
ょ
う
か
。
こ
の
点
を
、
ま
ず
は
序
に
掲
げ
た
琉
球
使
節
の
三
要
件
（
〈
名
厨
の
継
続
性
〉
・
〈
島
津
氏
の
引
率
〉
・
〈
国
王

の
公
認
V
）
と
関
連
づ
け
て
見
て
お
こ
う
。

　
＠
の
場
合
、
家
号
が
薩
摩
か
ら
駿
府
・
江
戸
ま
で
引
率
し
て
き
た
も
の
に
相
違
は
な
い
が
、
敗
戦
処
理
の
参
府
で
あ
る
た
め
、
継
続
可
能
と

は
見
な
し
が
た
い
。
ま
た
国
王
自
身
が
参
府
し
た
た
め
、
国
王
公
認
と
見
る
こ
と
は
で
き
る
も
の
の
、
そ
の
分
、
書
翰
が
使
節
に
託
さ
れ
る
こ

と
が
な
い
点
は
後
と
事
情
が
異
な
る
。
少
な
く
と
も
〈
名
目
の
継
続
性
〉
を
欠
く
＠
に
、
琉
球
使
節
の
噛
矢
を
見
て
と
る
こ
と
は
で
き
な
い
で

あ
ろ
う
。

　
⑤
の
楽
人
衆
は
、
「
御
成
」
と
い
う
事
柄
の
性
質
上
、
継
続
可
能
な
名
目
に
対
し
て
派
遣
さ
れ
た
も
の
と
は
見
な
せ
な
い
。
ま
た
、
将
軍
が
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出
向
く
「
御
成
」
で
あ
る
た
め
、
藩
主
が
道
中
引
率
し
な
が
ら
将
軍
家
の
許
に
連
れ
て
き
た
も
の
と
は
い
え
な
い
。
将
軍
家
を
前
に
奏
楽
す
る

と
い
う
点
に
、
後
の
「
賀
慶
使
」
「
恩
謝
使
」
に
引
き
継
が
れ
た
面
は
認
め
ら
れ
る
も
の
の
、
〈
名
目
の
継
続
性
〉
と
く
島
津
氏
の
引
率
〉
を
欠

く
⑤
を
琉
球
使
節
の
噛
矢
と
見
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。

　
将
軍
家
の
「
御
代
替
」
に
対
し
て
派
遣
さ
れ
た
◎
は
、
島
津
氏
が
急
遽
仕
立
て
上
げ
た
も
の
で
あ
り
、
〈
国
王
の
公
認
〉
を
欠
く
こ
と
か
ら
、

琉
球
使
節
の
噛
矢
を
見
て
と
る
こ
と
が
出
来
な
い
点
は
既
述
し
た
。

　
⑥
は
派
遣
先
か
ら
し
て
、
ま
た
④
は
そ
も
そ
も
秀
患
・
家
光
に
引
き
出
さ
れ
て
は
い
な
い
こ
と
か
ら
し
て
、
こ
れ
ら
は
本
稿
が
問
題
に
す
る

琉
球
使
節
に
繋
が
る
も
の
と
は
い
え
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
寛
永
一
一
一
年
以
前
の
い
ず
れ
の
も
の
を
と
っ
て
み
て
も
、
琉
球
使
節
の
三
要
件
を

兼
ね
備
え
る
も
の
は
な
い
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
事
柄
を
確
認
し
た
上
で
、
第
一
節
で
④
を
説
明
す
る
際
に
引
用
し
た
豊
見
山
の
指
摘
か
ら
、
さ
ら
に
踏
み
込
ん
で
お
こ
う
。
寛
永
二

一
年
二
月
段
階
で
薩
摩
藩
が
初
め
て
先
例
の
整
理
に
取
り
か
か
っ
て
い
る
こ
と
自
体
が
示
唆
す
る
よ
う
に
、
こ
れ
ま
で
の
琉
球
入
一
行
は
家
老

の
伊
勢
ら
個
人
の
企
画
・
遂
行
能
力
に
大
い
に
よ
っ
て
お
り
、
藩
政
全
体
の
中
で
経
験
値
と
し
て
蓄
積
さ
れ
て
き
た
と
は
い
い
が
た
か
っ
た
。

幕
府
側
も
こ
の
段
階
に
お
い
て
、
琉
球
人
を
ど
の
よ
う
に
応
接
す
る
か
な
ど
に
つ
い
て
明
確
な
規
範
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、

そ
う
で
あ
れ
ば
こ
そ
薩
摩
藩
に
問
い
合
わ
せ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
事
実
は
、
寛
永
末
年
段
階
に
お
い
て
琉
球
使
節
な
る
も
の
が
定
型
と
し

　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

て
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
傍
証
し
て
く
れ
る
。
「
恩
謝
使
」
と
見
る
か
「
賀
慶
使
」
と
見
る
か
は
と
も
か
く
、
寛
永
一
一
年
置
も
の
を

琉
球
使
節
の
花
蕊
と
し
て
重
視
す
る
『
通
航
一
覧
隔
以
下
の
見
解
は
、
〈
名
目
の
継
続
性
〉
・
〈
島
津
氏
の
引
率
〉
・
〈
国
王
の
公
認
〉
を
兼
備
す

る
と
い
う
琉
球
使
節
の
定
義
に
外
れ
、
そ
し
て
何
よ
り
同
時
代
の
感
覚
に
そ
ぐ
わ
な
い
の
で
あ
る
。

　
そ
も
そ
も
こ
れ
ら
の
一
行
は
、
こ
と
の
発
端
と
し
て
の
軍
事
進
攻
（
③
）
、
将
軍
家
が
藩
邸
へ
の
御
成
（
⑤
）
や
、
上
洛
（
④
◎
）
な
い
し
上

洛
時
の
領
知
宛
行
（
◎
）
を
こ
な
す
と
い
う
近
世
前
期
特
有
の
政
治
環
境
、
さ
ら
に
は
文
化
活
動
に
造
詣
の
深
か
っ
た
後
水
尾
上
皇
の
個
性

（
⑥
）
と
い
っ
た
そ
れ
ぞ
れ
の
事
情
に
多
分
に
よ
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
～
諒
し
た
論
理
で
派
遣
さ
れ
て
き
た
わ
け
で
は
な
く
、
時
々
の
政
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琉球使節の成立（木土〉

治
状
況
に
よ
っ
て
派
遣
名
目
・
形
態
が
様
々
で
、
寛
永
二
一
年
段
階
で
幕
府
・
薩
摩
藩
双
方
と
も
に
先
例
と
し
て
整
理
で
き
て
い
な
か
っ
た
の

も
無
理
は
な
い
。

　
こ
れ
に
対
し
て
、
寛
永
二
一
年
以
降
に
は
こ
れ
ら
の
よ
う
な
多
様
な
あ
り
方
は
見
ら
れ
な
く
な
る
。
そ
の
後
は
、
寛
永
二
一
年
の
も
の
が
今

度
は
先
例
と
さ
れ
る
形
で
、
『
通
航
一
覧
輪
が
描
く
「
凝
聚
使
」
「
恩
謝
使
」

　
①
以
下
、
基
本
的
な
時
系
列
は
欄
対
外
関
係
史
総
合
年
表
臨
（
吉
川
弘
文
館
、
…

　
　
九
九
九
年
）
に
拠
る
。

　
②
　
　
『
後
編
睡
　
山
パ
ー
二
九
し
て
。

　
③
寛
永
二
〇
年
の
海
江
田
の
参
府
（
魍
後
編
㎏
六
－
三
四
八
）
が
門
去
年
」
と
記

　
　
さ
れ
る
（
ハ
史
料
6
〕
③
）
こ
と
な
ど
か
ら
、
寛
永
一
一
一
年
の
も
の
と
考
え
な
け

　
　
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
④
ハ
史
料
6
〕
②
に
名
の
見
え
る
伊
勢
貞
昌
は
寛
永
一
八
年
、
島
津
久
元
は
寛
永

　
　
二
〇
年
に
死
去
し
て
い
る
（
欄
本
藩
人
物
誌
魅
鹿
児
島
県
史
料
集
～
三
、
一
〇
・

　
　
一
九
二
頁
）
。

　
⑤
⑥
に
つ
い
て
は
、
興
中
山
世
譜
脚
（
琉
球
史
料
叢
書
五
、
井
上
書
房
、
一
九
六
二

　
　
　
　
　
　
（
寛
永
一
七
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
久
V

　
　
年
）
附
巻
の
崇
禎
＝
二
年
条
に
門
為
稟
請
　
尚
賢
王
即
位
事
、
遣
尚
氏
具
志
川
王

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
寛
永
一
八
）

　
　
子
朝
盈
・
向
氏
越
来
親
方
朝
上
七
月
到
薩
州
、
翌
年
十
一
月
回
国
扁
と
あ
り
、
幕

第
三
章
　
寛
永
二
一
年
の
江
戸
上
り

の
形
態
に
収
益
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

　
府
に
派
遣
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
判
明
す
る
た
め
、
分
析
を
省
く
。

⑥
　
以
下
、
寛
永
七
年
の
楽
入
使
節
に
つ
い
て
は
、
板
谷
徹
「
楽
童
子
の
成
立
」

　
（
阿
『
近
世
琉
球
の
王
府
芸
能
と
唐
・
大
和
隔
岩
田
書
院
、
二
〇
一
五
年
所
収
）

　
参
照
。

⑦
以
上
、
史
料
は
「
中
納
言
家
久
公
江
御
成
之
記
」
（
『
後
編
』
五
⊥
二
〇
三
）
。

⑧
「
視
聴
日
録
」
（
国
立
公
文
書
館
蔵
写
本
）
寛
永
七
年
六
月
一
〇
日
条
。

⑨
『
隔
糞
記
臨
（
赤
松
俊
秀
校
注
編
、
思
文
閤
出
版
、
｝
九
九
七
年
復
刻
版
）
寛

　
永
＝
二
年
｝
○
月
；
百
・
一
〇
月
二
四
日
条
。
こ
の
と
き
の
楽
人
衆
は
京
都
止

　
ま
り
で
あ
り
、
江
戸
ま
で
上
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
関
連
し
て
、
板
谷
前
掲

　
「
楽
童
子
の
成
立
」
参
照
。

⑩
『
後
編
輪
五
一
六
五
・
七
七
。

　
尚
賢
が
王
位
を
継
い
だ
こ
と
、
お
よ
び
徳
川
家
畜
が
誕
生
し
た
こ
と
に
対
し
て
、
寛
永
二
一
（
一
六
四
四
）
年
に
江
戸
上
り
が
挙
行
さ
れ
た

（
そ
れ
ぞ
れ
尚
家
・
徳
川
家
の
事
由
に
よ
る
こ
と
か
ら
、
以
下
駅
使
を
⑭
⑱
と
略
記
）
。
こ
れ
ら
を
分
析
し
た
豊
見
山
は
、
薩
摩
藩
が
主
導
し
て
立
案
し
、

派
遣
に
当
た
っ
て
は
朝
鮮
信
使
に
準
拠
す
る
と
と
も
に
、
国
王
書
翰
を
用
意
し
た
点
な
ど
を
明
ら
か
に
し
た
。
し
か
し
、
寛
永
～
一
年
に
す
で

に
「
恩
謝
使
」
が
派
遣
さ
れ
て
い
た
と
い
う
前
提
が
あ
っ
た
た
め
か
、
以
下
の
二
点
に
お
い
て
考
察
の
余
地
を
残
し
て
い
る
。
第
…
に
、
豊
見
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山
は
織
田
が
派
遣
さ
れ
た
こ
と
を
自
明
と
し
、
な
ぜ
薩
摩
藩
が
派
遣
し
た
か
を
問
題
に
し
な
い
。
寛
永
＝
年
の
琉
球
人
～
行
を
、
「
御
代
替
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

1
1
将
軍
家
の
事
由
に
対
す
る
も
の
と
位
置
づ
け
直
し
た
い
ま
、
こ
こ
で
は
琉
球
側
の
事
由
に
よ
り
派
遣
さ
れ
た
初
め
て
の
も
の
と
し
て
㊥
を
分

析
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
点
に
関
わ
っ
て
第
二
に
、
豊
見
山
に
お
い
て
は
㊨
⑲
派
遣
の
前
提
、
す
な
わ
ち
将
軍
が
琉
球
国
王
の
跡
職
を
許

可
す
る
と
い
う
こ
と
を
自
明
貧
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
元
和
期
の
前
王
の
代
替
り
（
尚
寧
↓
尚
豊
）
の
際
に
薩
摩
藩
が
跡
職
を
願

　
　
　
　
　
　
　
①

い
出
た
形
跡
は
な
く
、
寛
永
末
年
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
願
い
出
自
体
、
そ
こ
に
何
ら
か
の
政
治
性
を
見
て
と
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
そ
こ
で
以
下
、
本
章
で
は
事
実
関
係
の
多
く
を
豊
見
山
に
拠
り
な
が
ら
も
、
寛
永
皿
＝
年
に
薩
摩
藩
が
わ
ざ
わ
ざ
両
使
を
派
遣
し
た
意
図
や
、

派
遣
に
際
し
て
国
王
の
書
翰
を
準
備
し
た
こ
と
の
意
味
を
明
ら
か
に
す
る
。
第
一
章
と
の
関
連
で
い
え
ば
、
寛
永
一
一
年
に
琉
球
凹
島
津
氏
の

「
附
庸
」
を
確
定
さ
せ
る
こ
と
に
成
功
し
た
薩
摩
藩
が
、
あ
ら
た
め
て
寛
永
二
一
年
に
㊨
⑱
を
引
き
連
れ
る
こ
と
で
何
を
狙
い
、
そ
し
て
何
を

獲
得
し
た
か
に
つ
い
て
考
察
す
る
の
が
本
章
で
あ
る
。

　
行
論
に
先
立
っ
て
、
㊨
⑲
と
琉
球
使
節
の
三
要
件
（
〈
名
目
の
継
続
性
〉
・
〈
島
津
氏
の
引
率
〉
久
国
王
の
公
認
〉
）
の
関
係
に
つ
い
て
述
べ
て
お
く
。

ま
ず
、
墨
壷
は
将
軍
家
・
尚
王
家
の
慶
事
・
弔
事
と
い
う
継
続
性
の
あ
る
名
目
に
対
し
て
派
遣
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
藩
主
島
津
光
久

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

が
自
ら
の
参
勤
と
併
せ
て
、
幕
府
か
ら
の
迎
接
を
受
け
な
が
ら
薩
摩
か
ら
江
戸
ま
で
引
率
し
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
は
国
王
が
書
翰
を

託
す
な
ど
、
公
認
性
に
申
し
分
が
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
両
使
が
琉
球
使
節
と
呼
ぶ
に
相
応
し
い
要
件
を
備
え
て
い
る
点
を
確
認
し
た
上
で
、

分
析
に
進
み
た
い
。
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第
㎜
節
　
使
節
を
派
遣
し
た
薩
摩
藩
の
意
図

　
（
1
）
派
遣
の
膏
景

寛
永
二
一
年
の
使
節
に
向
け
た
最
初
の
動
き
が
生
じ
た
の
は
寛
永
　
九
年
八
月
置
す
な
わ
ち
家
譜
誕
生
か
ら
は
一
年
、
尚
豊
王
死
去
に
至
っ

て
は
す
で
に
二
年
三
ヶ
月
も
の
月
日
が
経
過
し
た
頃
の
こ
と
で
あ
る
。
ま
ず
は
豊
見
山
が
紹
介
し
た
「
寛
永
拾
九
年
八
月
廿
九
日
」
付
「
覚
」



を
掲
げ
よ
う
。
差
出
・
宛
名
を
欠
く
も
の
の
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

中
身
か
ら
し
て
薩
摩
藩
江
戸
詰
家
老
が
国
許
家
老
に
宛
て
た
も
の
で
あ
る
。

〔
史
料
7
〕

　
（
覚
尚
豊
）

～
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
忠
秋
）

琉
球
先
王
被
栢
果
候
跡
目
之
儀
天
下
へ
母
御
申
候
而
者
成
合
弓
田
敷
と
出
合
阿
部
豊
後
守
殿
を
以
被

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
①
）

分
別
次
第
跡
職
可
被
申
付
由
被
仰
出
、
目
出
度
存
候
事
、

（
家
綱
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
島
津
光
久
）

仰
上
書
処
、
先
王
之
直
子
膚
之
由
一
間
薩
摩
守

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
②
）

一
、
若
悪
様
御
祝
言
従
琉
球
以
使
者
可
被
申
上
灘
与
被
得
　
御
意
候
処
、
御
薄
書
被
為
申
可
然
候
ハ
ん
由
被
　
博
識
候
、
其
二
付

　
（
金
武
朝
貞
）

者
金
之
王
子
被
置
上
尤
二
候
、
左
様
野
寄
冠
な
と
に
て
唐
式
正
之
支
度
歓
、
又
琉
球
式
正
之
支
度
款
、

（
③
〕
）
（
寛
永
二
〇
）
　
　
　
　
　
（
鹿
児
島
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
④
）

候
、
来
年
判
者
早
々
　
か
こ
し
ま
迄
参
着
可
被
申
候
、
又
王
位
之
跡
職
被
仰
出
添
由
以
別
使
可
被
申
、

国
人
又
若
衆
達
座
敷
二
て
楽
可
被
仕
衆
も
可
被
召
上
之
由
候
事
、

　
　
　
　
　
　
（
家
光
・
家
綱
）

（
光
久
）

薩
州
様
二
成
御
意
候

い
つ
れ
も
持
参
被
主
語
鹿
児
島
相
談
可
被
申

両
使
之
下
官
華
墨
人
数
琉
球
人
六
七
十
人

一
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
⑤
）

御
進
物
者
御
馬
代
両
上
様
へ
銀
五
十
枚
放
汁
枚
歌
、
外
芭
蕉
巾
・
仙
香
・
竹
心
香
・
上
布
・
焼
酎
心
外
何
に
て
も
琉
球
物
置
候
ハ
ん
と
存
候
、
来
年

者
　
薩
州
認
可
為
銀
在
国
恩
間
、
使
者
早
々
被
為
参
彼
是
被
得
　
御
意
尤
候
、
自
然
金
之
王
子
指
合
間
者
兄
弟
衆
愚
番
外
誰
に
て
も
然
々
の
衆
可
被

罷
上
由
被
　
仰
出
候
事
、

　
寛
永
拾
九
年
八
月
廿
九
日

琉球使節の成立（木土）

　
当
史
料
か
ら
は
次
の
よ
う
な
事
柄
が
判
明
す
る
。
薩
摩
藩
か
ら
幕
府
に
対
し
、
先
王
の
跡
職
を
願
い
出
て
許
可
さ
れ
た
（
①
）
。
同
じ
く
引

綱
誕
生
の
祝
言
使
を
送
る
べ
き
か
伺
っ
た
と
こ
ろ
、
然
る
べ
し
と
さ
れ
た
（
②
）
。
薩
摩
藩
で
は
家
綱
誕
生
の
祝
言
使
（
働
）
に
加
え
、
跡
職
に

つ
い
て
恭
な
い
旨
を
述
べ
る
た
め
の
「
別
使
」
（
㊨
）
の
派
遣
を
計
画
し
て
い
る
（
④
）
。
ま
た
、
藩
で
は
両
使
の
服
装
に
つ
い
て
「
唐
式
正
」

な
い
し
「
琉
球
式
正
」
と
し
（
③
）
、
家
光
・
家
綱
へ
の
進
物
に
つ
い
て
は
「
琉
球
物
」
も
加
え
る
べ
き
と
い
う
（
⑤
）
。
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ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
こ
こ
に
は
、
琉
球
国
王
の
跡
職
に
関
す
る
話
と
使
節
の
派
遣
に
関
す
る
話
の
二
本
の
筋
が
あ
る
。
注
意
し
た
い
の
は
、
そ
れ
ら
が
結
び
付
い

て
い
る
点
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
前
王
尚
豊
の
死
か
ら
二
年
三
ヶ
月
が
経
過
し
て
、
い
ま
だ
に
将
軍
の
認
知
を
受
け
て
い
な
か
っ
た
尚
賢
の
跡
職

相
続
を
願
い
出
る
こ
と
で
、
薩
摩
藩
は
初
め
て
新
国
寄
目
尚
賢
王
が
二
種
類
の
使
節
を
派
遣
す
る
と
い
う
展
開
に
繋
げ
え
た
の
で
あ
る
。
薩
摩

藩
が
こ
の
時
期
に
こ
の
よ
う
な
動
き
を
見
せ
た
背
景
に
は
何
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
琉
球
国
王
の
跡
職
を
将
軍
に
願
い
出
る
と
い
う
こ
と
自

体
、
何
ら
か
の
先
例
が
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、
そ
こ
に
は
島
津
氏
－
琉
球
国
王
の
宗
属
関
係
に
将
軍
を
関
与
さ
せ
た
い
薩
摩
藩
側
の
意
思
を
見

る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
こ
の
こ
と
の
意
味
を
理
解
す
る
に
は
、
寛
永
末
年
の
琉
球
支
配
を
め
ぐ
る
不
安
定
要
素
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
寛
永
＝
ハ
年
一
一
月
九
日

付
の
史
料
に
拠
る
と
、
薩
摩
藩
は
琉
球
に
対
し
「
琉
球
之
儀
袈
許
就
御
奉
公
連
々
疎
意
有
之
様
二
其
聞
得
候
、
左
様
二
者
有
間
敷
与
儲
蓄
処
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

漸
々
二
風
色
致
顕
然
無
心
哲
婦
候
事
」
と
詰
問
し
て
い
る
。
い
わ
ゆ
る
王
銀
搾
取
事
件
に
お
い
て
薩
摩
藩
の
利
益
に
反
す
る
怠
業
を
非
難
し
た

文
脈
で
、
表
現
は
抑
制
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
こ
こ
か
ら
は
薩
摩
藩
側
の
琉
球
に
対
す
る
不
信
感
が
滲
み
出
て
い
る
。
ま
た
、
寛
永
＝
照
年
に

八
重
山
に
上
陸
し
た
バ
テ
レ
ン
を
め
ぐ
っ
て
、
上
陸
し
た
八
○
人
の
内
、
最
終
的
な
生
存
者
は
五
人
で
あ
る
と
の
琉
球
側
の
報
告
に
接
し
た
幕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

府
老
中
は
、
「
余
過
分
二
相
公
爵
、
芭
蕉
球
人
と
致
内
談
共
島
々
へ
隠
置
候
ハ
ん
」
、
す
な
わ
ち
琉
球
人
と
バ
テ
レ
ン
が
結
託
し
て
い
る
の
で
は

な
い
か
と
薩
摩
藩
側
に
も
ら
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
薩
摩
藩
に
よ
る
琉
球
支
配
が
幕
閣
か
ら
盤
石
の
も
の
と
は
思
わ
れ
て
お
ら
ず
、
ま
た

現
に
盤
石
と
は
い
え
な
い
の
が
寛
永
末
年
の
状
況
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
薩
摩
藩
は
、
琉
球
国
王
の
跡
職
を
認
め
る
者
と
し
て
将
軍
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
を
ま
ず
は
顕
在
化
さ
せ
、
そ
の
将
軍
に
向
け
て

琉
球
か
ら
使
節
を
派
遣
さ
せ
る
こ
と
で
、
将
軍
権
力
を
背
景
に
し
た
琉
球
支
配
の
安
定
化
に
繋
げ
る
と
と
も
に
、
幕
府
に
対
し
て
は
恭
順
な
琉

球
人
と
い
う
認
識
を
広
げ
て
も
ら
う
べ
く
、
〔
史
料
7
〕
の
よ
う
な
動
き
に
打
っ
て
出
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

　
む
ろ
ん
薩
摩
藩
に
し
て
み
れ
ば
、
将
軍
家
の
最
大
の
慶
事
に
対
し
各
藩
が
こ
ぞ
っ
て
祝
言
を
申
し
上
げ
る
中
で
、
い
か
に
し
て
自
由
の
も
の

を
際
立
た
せ
る
か
自
体
が
関
心
事
で
あ
り
、
③
⑤
に
お
い
て
服
装
・
進
物
の
面
で
「
異
国
」
が
強
調
さ
れ
る
の
は
こ
の
点
に
関
わ
っ
て
い
る
。
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す
で
に
見
た
寛
永
一
一
年
置
経
緯
が
あ
っ
て
、
薩
摩
藩
は
琉
球
高
を
も
含
ん
だ
領
知
判
物
の
受
給
に
成
功
し
、
島
津
氏
の
「
附
庸
」
と
し
て
の

琉
球
の
地
位
を
確
定
さ
せ
て
い
た
。
そ
し
て
い
ま
幕
府
に
対
し
、
琉
球
が
島
津
氏
の
「
附
庸
」
で
あ
り
な
が
ら
「
異
国
」
で
も
あ
る
点
を
強
調

し
、
「
異
国
扁
を
も
従
え
る
自
ら
の
独
自
性
を
広
く
知
ら
し
め
る
手
段
と
し
て
も
使
節
に
価
値
を
見
出
し
た
の
で
あ
る
。

　
（
2
）
　
「
附
庸
」
と
「
異
国
」
の
程
合
い

　
こ
の
よ
う
な
理
解
の
上
に
立
つ
な
ら
ば
、
そ
の
後
の
派
遣
の
準
備
に
当
た
っ
て
「
朝
鮮
信
使
の
事
例
が
強
く
意
識
さ
れ
、
そ
れ
に
準
拠
し
よ

う
と
す
る
薩
摩
藩
の
意
図
」
が
あ
っ
た
と
す
る
豊
見
山
の
指
摘
も
理
解
し
や
す
い
。
「
異
国
」
を
強
調
し
た
い
薩
摩
藩
に
し
て
み
れ
ば
、
「
異

国
」
、
そ
れ
も
幕
府
が
こ
の
時
期
に
は
最
重
要
視
し
て
い
た
「
異
国
」
1
1
朝
鮮
か
ら
の
信
使
に
種
々
準
拠
す
る
こ
と
が
最
善
で
あ
っ
た
の
で
あ

る
。
と
は
い
え
、
は
か
ら
ず
も
そ
こ
で
露
呈
す
る
の
が
朝
鮮
と
琉
球
の
決
定
的
な
差
異
で
あ
る
。
朝
鮮
は
宗
氏
の
「
附
庸
」
で
は
当
然
な
い
が
、

琉
球
は
島
津
氏
の
「
附
庸
」
で
も
あ
る
。
朝
鮮
信
使
に
種
々
準
拠
し
よ
う
と
し
た
薩
摩
藩
は
、
そ
れ
だ
け
に
こ
の
「
附
庸
」
と
「
異
国
」
の
程

合
い
に
細
心
の
注
意
を
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
を
示
す
の
が
次
の
二
つ
の
事
例
で
あ
る
。
ま
ず
は
江
戸
上
り
を
前
に
、
寛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

永
二
〇
年
一
一
月
九
日
付
で
江
戸
の
新
納
ら
が
国
許
に
送
っ
た
も
の
の
一
部
を
挙
げ
る
。
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〔
史
料
8
〕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
家
光
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
島
津
光
久
）
　
　
（
寛
永
二
｝
）

｝
、
琉
球
之
王
位
よ
り
　
公
方
様
へ
之
御
使
者
之
儀
ハ
異
国
人
に
て
御
馳
走
二
思
召
、
其
上
　
薩
州
薦
被
召
列
来
年
御
参
勤
候
得
与
被
　
嫡
出
程
之
儀
候

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
光
久
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
踵
　
躍
　
）

　
間
、
海
道
船
中
勿
論
当
地
二
而
も
使
者
へ
被
相
付
録
御
家
中
衆
不
依
上
下
　
殿
様
へ
恐
申
こ
と
く
二
使
者
之
出
入
二
者
い
か
に
も
恐
申
つ
く
は
い
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
家
光
〉

　
と
い
た
し
候
て
慨
然
与
出
合
申
候
、
左
様
二
も
無
漏
か
ろ
く
敷
候
而
ハ
御
焦
仰
之
様
子
二
も
相
違
仕
置
寛
　
上
様
を
御
無
馳
走
二
可
罷
成
候
問
、

　
御
国
を
可
被
罷
立
よ
り
ハ
其
心
得
入
可
申
与
各
被
仰
候
事
、
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⑨

　
注
目
し
た
い
の
は
「
御
馳
走
」
と
い
う
文
言
で
あ
る
。
紙
屋
は
こ
れ
を
「
将
軍
に
対
す
る
島
津
の
」
「
御
馳
走
」
と
捉
え
る
も
の
の
、
そ
の

　
　
　
　
　
⑩

他
の
条
の
用
例
か
ら
し
て
、
琉
球
人
に
対
す
る
将
軍
の
「
御
馳
走
」
と
読
ま
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
具
体
的
に
は
東
海
道
に
お
い
て
幕
府
か
ら
荷

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

馬
や
宿
所
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
を
指
す
。
す
な
わ
ち
新
納
ら
は
、
「
異
国
人
」
た
る
琉
球
人
は
将
軍
の
「
御
馳
走
」
の
対
象
で
、
家
光
が
光

久
に
召
し
列
れ
さ
せ
て
い
る
ほ
ど
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
も
て
な
そ
う
と
し
て
い
る
家
光
の
顔
を
潰
さ
な
い
た
め
に
も
、
家
申
か
ら
使
節
に
く

れ
ぐ
れ
も
粗
相
の
な
い
よ
う
申
し
送
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
薩
摩
藩
に
し
て
み
れ
ば
、
朝
鮮
信
使
に
準
拠
し
た
使
節
を
通
し

て
、
幕
府
に
琉
球
1
1
朝
鮮
と
並
ぶ
「
異
国
」
を
強
調
し
よ
う
と
す
る
手
前
、
「
附
庸
」
を
前
面
に
押
し
出
す
常
日
頃
の
ご
と
き
態
度
を
と
っ
て

は
な
ら
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
と
は
い
え
琉
球
支
配
を
貫
徹
す
る
必
要
上
、
手
放
し
で
「
異
国
」
を
強
調
し
て
お
け
ば
よ
い
は
ず
も
な
い
。
い
ま
ひ
と
つ
の
事
例
は
江
戸
登

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

城
後
の
寛
永
二
一
年
七
月
二
六
日
付
け
で
、
島
津
光
久
が
尚
賢
王
に
書
き
送
っ
た
も
の
の
一
節
で
あ
る
。
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〔
史
料
9
〕

　
　
（
老
中
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
島
津
光
久
）

…
以
三
管
領
及
上
位
之
宿
老
衆
於
薩
摩
守
被
得
熟
談
旨
趣
者
、
従
　
公
儀
直
下
被
成
御
馳
走
者
琉
球
国
人
等
向
後
泥
語
論
被
成
平
心
得
為
驕
儀
茂
可
有
乎
、

光
久
領
国
之
儀
繕
事
、
平
日
之
心
持
者
如
何
本
復
御
馳
走
之
儀
一
事
有
御
尋
実
、
屡
述
薬
餌
而
答
之
、
所
謂
先
年
琉
球
追
討
之
後
不
易
往
古
弥
果
改
　
御

朱
印
、
薩
摩
守
拝
領
以
来
少
茂
無
気
随
意
不
背
仕
置
了
寧
致
奉
公
非
別
心
之
由
遂
披
露
…

　
こ
の
よ
う
に
、
光
久
は
琉
球
人
が
幕
蔚
に
も
て
な
さ
れ
る
こ
と
で
今
後
お
ご
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
と
い
う
老
中
ら
の
懸
念
に
対
し
、

慶
長
一
四
年
の
琉
球
入
り
以
降
、
「
薩
摩
守
拝
領
以
来
少
茂
無
気
随
意
不
背
仕
置
丁
寧
致
奉
公
非
別
心
之
由
」
を
披
露
し
、
幕
閣
ら
の
琉
球
に

対
す
る
信
頼
感
を
上
げ
る
よ
う
な
返
答
を
し
た
と
い
う
。
「
少
し
も
気
随
意
な
く
…
奉
公
に
励
ん
で
き
た
」
と
い
う
の
は
先
に
見
た
詰
問
か
ら

し
て
も
実
態
と
異
な
る
が
、
あ
え
て
そ
の
よ
う
に
返
答
し
た
こ
と
を
他
な
ら
ぬ
国
王
に
聞
か
せ
る
の
は
一
種
の
圧
力
で
あ
る
。
こ
の
度
の
使
節



琉球使節の成立（木土）

が
幕
府
か
ら
「
異
国
」
か
ら
の
賓
客
と
し
て
も
て
な
さ
れ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
島
津
氏
の
「
附
庸
」
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
な
い
よ
う
釘
を
刺
し

て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

　
以
上
見
て
き
た
二
つ
の
事
例
か
ら
も
、
こ
の
度
の
琉
球
使
節
が
企
画
さ
れ
た
意
図
が
伝
わ
っ
て
く
る
。
す
な
わ
ち
、
薩
摩
藩
は
「
附
庸
」
と

「
異
国
」
と
い
う
琉
球
の
二
つ
の
属
性
の
力
点
を
巧
妙
に
使
い
分
け
な
が
ら
使
節
を
引
き
出
す
こ
と
で
、
琉
球
に
対
し
て
は
「
附
庸
」
の
自
覚

を
促
し
な
が
ら
、
外
向
き
に
は
恭
順
で
尊
い
「
異
国
」
1
1
琉
球
を
喧
伝
し
、
そ
の
よ
う
な
「
異
国
」
か
ら
の
使
節
を
率
い
て
み
せ
る
こ
と
の
で

き
る
自
ら
の
存
在
を
誇
示
す
る
機
会
に
し
ょ
う
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。

第
二
節
　
国
王
書
翰
の
持
つ
意
味

　
以
上
の
よ
う
な
意
図
か
ら
薩
摩
藩
が
派
遺
さ
せ
た
こ
の
度
の
使
節
は
、
江
戸
幕
府
老
中
に
宛
て
た
国
王
書
翰
を
携
え
て
お
り
、
し
た
が
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

後
の
「
通
信
国
」
の
問
題
と
も
絡
む
重
要
な
転
機
を
こ
こ
に
見
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
と
り
わ
け
豊
見
山
に
よ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
書
翰
は

薩
摩
藩
の
主
導
に
よ
り
準
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
だ
け
に
、
そ
の
真
意
が
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
前
章
ま
で
に

明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
慶
長
～
五
（
一
六
［
○
）
年
時
に
は
尚
層
厚
自
ら
が
駿
府
・
江
戸
に
上
っ
た
こ
と
か
ら
国
王
が
書
翰
を
発
給
す
る
必

然
性
は
な
く
、
寛
永
＝
年
時
に
は
急
遽
仕
立
て
た
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
国
王
の
書
翰
な
ど
用
意
で
き
る
は
ず
も
な
か
っ
た
。
国
王
が
正
式

に
王
子
を
江
戸
城
に
派
遣
す
る
に
当
た
っ
て
書
翰
を
託
す
と
い
う
の
は
、
い
ま
初
め
て
訪
れ
た
機
会
な
の
で
あ
る
。

　
す
で
に
見
た
〔
史
料
6
〕
の
猶
書
に
お
い
て
、
薪
納
は
（
国
王
の
）
書
翰
に
つ
い
て
金
武
王
子
（
㊥
）
と
「
A
エ
人
」
（
㊨
）
が
そ
れ
ぞ
れ
の

名
目
で
持
参
し
、
「
笹
戸
異
国
よ
り
之
辞
譲
問
文
章
二
」
、
す
な
わ
ち
漢
文
調
に
整
え
る
よ
う
国
許
に
念
を
押
し
て
い
た
（
〔
史
料
6
〕
④
）
。
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

の
と
き
準
備
さ
れ
た
国
王
の
書
翰
は
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。

〔
史
料
1
0
〕
（
国
頭
王
子
1
1
⑧
の
分
）
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（
安
）
　
　
　
　
（
　
島
　
　
津
　
　
V
（
寛
永
一
九
年
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
家
光
V

針
呈
一
翰
、
抑
琉
球
国
之
続
目
致
案
堵
之
旨
従
薩
摩
州
之
太
守
光
久
去
冬
馳
紛
聞
之
、
誠
以
畏
悦
無
極
謝
恩
無
限
、
因
苑

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
公
方
蒲
江
為
二
伸
祝
儀
備
微

少
之
品
物
奉
表
寸
志
候
、
余
者
使
者
可
為
演
説
之
条
　
尊
前
宜
鰻
重
取
成
候
、
恐
怪
不
備
、

寛
永
二
十
年
癸
未
卯
月
廿
日
　
　
尚
賢

　
　
　
　
　
（
老
申
）

　
　
進
上
　
御
年
寄
中

〔
史
料
1
1
〕
（
金
武
王
子
1
1
⑱
の
分
）

　
　
（
家
綱
V
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
i

抑
　
若
君
様
御
誕
生
千
喜
百
重
、
貴
国
太
平
之
嘉
瑞
何
遍
如
之
哉
、
吾
小
国
亦
聞
雪
面
有
安
楽
故
、
万
歳
万
々
歳
之
為
祝
儀
敬
進
使
者
候
、
進
献
之
目
録

別
紙
在
之
、
委
曲
令
口
達
之
問
、
可
然
様
於
被
達
　
貴
聞
者
多
幸
謎
々
、
誠
僚
謹
言
、

寛
永
二
十
年
癸
未
卯
月
廿
日
　
　
尚
賢

　
　
　
　
　
（
老
中
）

　
　
進
上
　
御
年
寄
中
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こ
の
よ
う
に
し
て
並
べ
て
み
る
と
、
両
者
に
は
力
点
の
差
が
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
家
綱
誕
生
に
対
す
る
㊥
の
分
（
〔
史
料
1
1
〕
）
が
、
「
貴

国
」
に
対
置
さ
れ
る
存
在
と
し
て
「
吾
小
国
」
を
位
置
づ
け
、
島
津
氏
の
存
在
を
後
景
に
退
か
せ
て
い
る
の
に
対
し
、
跡
職
に
対
す
る
㊨
の
分

（〔

j
料
！
0
〕
）
は
、
〈
公
方
様
一
薩
摩
州
之
太
守
光
久
－
尚
賢
〉
と
い
っ
た
形
で
島
津
氏
の
介
在
を
明
示
し
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
単
に
島
津
氏

の
「
附
庸
」
で
あ
る
と
い
う
な
ら
、
こ
の
よ
う
な
書
翰
を
呈
す
る
こ
と
自
体
叶
わ
な
い
。
そ
こ
で
両
書
は
、
漢
文
調
で
い
か
に
も
「
異
国
」
か

ら
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
点
で
共
通
し
て
い
る
。
琉
球
が
島
津
氏
の
「
附
庸
」
で
あ
る
こ
と
を
前
提
に
し
な
が
ら
も
、

一
方
で
「
異
国
」
で
あ
る
こ
と
が
、
こ
の
二
通
を
通
じ
て
絶
妙
な
あ
ん
ば
い
で
体
現
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
使
節
を
引
き
出
す
行
為
に
国
王
書
翰
を
加
え
る
こ
と
で
、
薩
摩
藩
は
琉
球
が
自
ら
の
「
附
庸
」
で
あ
り
な
が
ら

「
異
国
」
で
も
あ
る
こ
と
を
念
押
し
し
た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
書
翰
は
そ
の
後
も
残
さ
れ
、
確
た
る
先
例
と
し
て
以
降
も
機
能
す
る
こ
と

が
期
待
で
き
る
。
す
で
に
領
知
判
物
と
い
う
「
附
庸
」
を
象
徴
す
る
明
文
を
手
に
し
た
薩
摩
藩
は
、
こ
こ
に
「
異
国
」
を
象
徴
す
る
明
文
を
用



意
し
、
幕
府
か
ら
も
そ
れ
な
り
の
も
の
を
引
き
出
す
こ
と
で
、
琉
球
の
位
置
を
新
た
な
段
階
に
持
っ
て
い
く
こ
と
を
望
ん
だ
の
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

に
、
幕
府
は
老
中
返
翰
で
も
っ
て
こ
れ
に
応
え
、
薩
摩
藩
の
目
論
み
は
達
せ
ら
れ
た
。

現
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①
『
後
編
』
四
一
一
七
三
三
に
見
る
よ
う
に
、
跡
職
の
問
題
は
島
津
家
久
一
尚
豊

　
王
の
問
で
完
結
し
て
い
る
。

②
（
寛
永
二
一
年
）
五
月
五
日
付
で
老
中
が
大
坂
～
江
戸
の
御
料
私
領
中
に
宛
て

　
た
触
に
、
門
下
琉
球
之
使
者
来
六
月
上
旬
江
戸
可
為
参
着
候
、
大
坂
到
着
次
第
先

　
達
而
彼
地
町
奉
行
衆
よ
り
道
中
其
所
々
江
大
坂
発
足
之
日
限
可
相
触
之
間
、
於

　
亭
々
御
料
私
領
共
に
御
上
洛
之
時
人
馬
首
を
考
荷
付
馬
百
疋
口
付
之
外
人
足
百
人

　
　
　
　
　
（
島
津
光
久
）

　
宛
満
款
、
松
平
薩
摩
守
家
来
以
書
付
乱
掘
右
外
人
馬
出
之
、
一
泊
切
二
可
被
送
届

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
駄
賃
）

　
候
、
此
外
薩
摩
守
自
分
の
荷
物
は
た
ち
ん
馬
二
而
可
相
送
、
但
振
舞
等
之
馳
走
は

　
…
切
無
之
間
可
被
得
其
意
候
、
以
上
」
（
序
注
①
前
掲
『
通
航
一
覧
』
第
一
、
四

　
二
頁
）
と
あ
る
よ
う
に
、
大
坂
～
江
戸
間
で
公
儀
に
よ
る
人
馬
な
ど
が
供
出
さ
れ

　
て
い
る
。

③
　
　
『
後
編
』
六
－
二
七
八
。

④
『
後
編
』
六
…
一
〇
。

⑤
薩
摩
藩
が
出
資
し
た
進
貢
銀
が
回
収
で
き
な
か
っ
た
事
件
で
、
詳
細
は
上
原
兼

　
善
「
琉
球
貿
易
へ
の
介
入
」
（
同
煎
掲
『
幕
藩
形
成
期
の
琉
球
支
配
㎞
所
蚊
）
参

　
照
。

⑥
噌
後
編
㎞
六
－
一
七
一
。

結

⑦
「
八
月
三
日
巳
之
刻
御
誕
生
二
付
必
見
進
上
物
覚
」
（
糟
後
編
隔
離
一
二
〇
〇
）
。

⑧
魍
後
編
㎞
六
－
三
五
三
。

⑨
紙
屋
前
掲
「
琉
球
の
慶
賀
使
に
つ
い
て
」
。

⑩
門
大
坂
へ
着
船
煮
凝
よ
り
江
戸
上
之
琉
玖
荷
物
拝
御
運
上
之
荷
物
等
天
下
よ
り

　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
磁
器
仰
付
御
馳
走
与
難
燃
申
熱
間
…
扁
（
四
箇
条
冒
）
、
「
海
道
拝
詰
襟
二
而
宿
之

　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
儀
も
御
馳
走
之
夜
盗
よ
り
御
見
は
か
ら
い
…
」
（
同
八
）
な
ど
に
見
え
る
「
御
馳

　
走
」
の
文
言
は
、
い
ず
れ
も
琉
球
人
に
対
す
る
将
軍
（
幕
府
）
の
行
為
を
さ
す
。

⑪
　
注
②
⑩
参
照
。

⑫
『
後
編
』
六
一
四
一
六
。

⑬
藤
田
覚
「
対
外
関
係
の
伝
統
化
と
鎖
国
祖
法
観
の
成
立
駄
（
藤
田
編
『
十
七
世

　
紀
の
日
本
と
東
ア
ジ
ア
㎞
山
川
出
版
社
、
二
〇
〇
〇
年
所
収
）
参
照
。

⑭
「
琉
球
往
来
」
（
国
立
公
文
書
館
蔵
）
。
な
お
写
で
あ
る
た
め
、
欠
字
・
平
出
・

　
台
頭
な
ど
が
正
確
に
反
映
さ
れ
て
い
る
と
は
限
ら
な
い
。

⑮
も
っ
と
も
、
こ
の
と
き
の
書
翰
は
琉
球
国
王
－
江
戸
幕
府
老
中
の
間
で
交
わ
さ

　
れ
て
お
り
、
将
軍
が
表
に
出
な
い
点
は
朝
鮮
信
使
と
は
明
確
に
異
な
る
（
豊
見
山

　
前
掲
）
。
こ
れ
は
琉
球
が
島
津
氏
の
「
附
庸
」
で
あ
る
こ
と
の
反
映
に
他
な
ら
な

　
い
。

以
上
、
本
稿
で
は
寛
永
一
一
（
一
六
＝
西
）
年
の
琉
球
人
一
行
の
捉
え
直
し
か
ら
始
め
て
、

の
存
在
や
、
寛
永
二
一
年
の
使
節
の
特
徴
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
。
論
題
に
即
し
て
い
え
ば
、

慶
長
以
来
の
多
様
な
形
態
を
持
つ
琉
球
人
一
行

　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

将
軍
家
・
尚
家
の
慶
弔
事
を
名
團
に
（
〈
名
目
の
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継
続
性
〉
）
、
島
津
光
久
が
江
戸
ま
で
引
率
し
（
〈
島
津
氏
の
引
率
〉
）
、
な
お
か
つ
琉
球
国
王
が
正
式
に
派
遣
し
た
も
の
で
あ
る
（
〈
国
王
の
公
認
〉
）

寛
永
二
～
年
に
こ
そ
、
琉
球
使
節
の
噛
矢
を
認
め
る
の
が
ふ
さ
わ
し
い
。
そ
の
琉
球
使
節
は
、
継
続
性
の
あ
る
名
目
を
掲
げ
る
こ
と
で
寛
永
以

降
も
、
琉
球
の
「
異
国
」
性
を
象
徴
す
る
国
王
書
翰
を
伴
い
な
が
ら
引
き
継
が
れ
、
幕
府
一
琉
球
関
係
に
島
津
氏
が
介
在
す
る
形
式
に
て
定
着

　
　
　
②
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

し
て
い
く
。
以
降
、
朝
鮮
信
使
と
並
ぶ
二
大
「
異
国
人
」
使
節
と
し
て
、
琉
球
使
節
は
近
世
社
会
の
中
で
認
知
さ
れ
て
い
く
。

　
以
上
の
点
を
確
認
し
た
上
で
、
近
世
琉
球
の
地
位
確
定
の
問
題
に
触
れ
よ
う
。
慶
長
一
四
（
一
六
〇
九
）
年
の
琉
球
入
り
が
基
点
で
あ
っ
た

点
に
疑
い
は
な
い
が
、
琉
球
の
地
位
が
こ
こ
で
完
全
に
定
ま
っ
た
と
見
る
こ
と
は
で
き
ず
、
ま
た
紙
屋
の
よ
う
に
、
寛
永
＝
年
に
「
幕
藩
体

制
の
中
の
「
異
国
」
」
が
確
定
し
た
こ
と
を
も
っ
て
、
最
終
的
に
定
ま
っ
た
と
見
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
琉
球
使
節
が
成
立
す
る
こ
と
で
、
近

世
琉
球
の
地
位
は
確
定
を
見
る
の
で
あ
る
。
寛
永
一
一
年
に
領
知
判
物
を
逓
じ
て
「
附
庸
」
の
面
を
確
定
さ
せ
た
薩
摩
藩
は
、
寛
永
一
＝
年
に

球
使
使
節
を
通
じ
て
、
書
翰
を
や
り
と
り
す
る
「
異
国
」
－
一
琉
球
の
面
を
確
定
さ
せ
る
こ
と
に
成
功
す
る
。
こ
こ
に
よ
く
知
ら
れ
た
近
世
琉
球
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

す
な
わ
ち
島
津
氏
の
「
附
庸
」
で
あ
り
な
が
ら
、
朝
鮮
と
同
様
、
幕
府
が
正
式
に
関
係
を
持
つ
「
異
国
」
で
も
あ
る
琉
球
が
確
定
し
、
こ
の
よ

う
な
琉
球
の
地
位
は
以
降
の
領
知
判
物
や
琉
球
使
節
の
度
ご
と
に
再
確
認
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
確
定
し
た
琉
球
の
地
位
は
、
薩
摩
藩
の
支
配
下
に
置
く
こ
と
が
幕
府
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
な
が
ら
（
「
附
庸
」
）
、
一
方
で
幕
府
は
「
異

国
」
と
し
て
も
遇
し
て
く
れ
る
と
い
う
点
で
、
極
め
て
薩
摩
藩
に
と
っ
て
都
合
が
よ
か
っ
た
と
こ
ろ
に
特
徴
が
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
薩
摩
藩

は
琉
球
支
配
の
実
態
を
損
ね
る
こ
と
な
く
、
一
方
で
琉
球
が
「
異
国
」
で
あ
る
こ
と
の
利
益
を
、
交
易
と
い
っ
た
実
利
面
で
も
、
は
た
ま
た

「
異
国
」
を
従
え
る
四
国
主
と
し
て
の
衿
持
面
に
お
い
て
も
、
享
受
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
れ
は
、
寛
永
一
〇
年
代
の
琉
球
を
め
ぐ
る
動
向

が
家
光
政
権
の
何
ら
か
の
積
極
的
な
方
針
・
政
策
と
い
う
よ
り
は
、
薩
摩
藩
の
時
々
の
戦
略
を
動
力
源
に
展
開
し
て
い
っ
た
こ
と
の
帰
結
と
い

え
る
。

　
本
稿
で
見
た
よ
う
に
、
薩
摩
藩
は
幕
府
な
ど
の
第
三
者
に
向
け
て
琉
球
を
見
せ
る
際
、
時
々
の
戦
略
に
応
じ
て
「
附
庸
」
と
「
異
国
」
の
力

点
を
使
い
分
け
る
こ
と
が
あ
り
、
し
た
が
っ
て
「
附
庸
」
と
「
異
国
」
の
二
原
則
か
ら
な
る
近
世
琉
球
が
確
定
す
る
と
い
っ
て
も
、
む
し
ろ
そ
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の
よ
う
な
流
動
性
が
内
包
さ
れ
て
い
る
点
に
こ
そ
、
事
の
本
質
を
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

①
な
お
、
「
賀
慶
使
」
は
概
し
て
将
軍
襲
職
に
対
す
る
も
の
で
、
寛
永
～
＝
年
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
よ
う
に
将
軍
の
子
息
生
誕
に
対
す
る
も
の
は
、
以
降
見
ら
れ
な
い
。
こ
の
点
は
寛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
永
二
一
年
時
の
「
二
輪
使
」
が
次
期
将
軍
の
誕
生
に
対
す
る
意
味
合
い
の
も
の
で

　
あ
っ
た
こ
と
を
思
わ
せ
る
。
事
実
、
そ
の
生
誕
時
か
ら
将
軍
襲
職
を
期
待
さ
れ
て

　
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
五
代
将
軍
網
吉
（
家
網
の
弟
）
に
対
し
て
は
、
生
誕

　
「
賀
慶
使
」
派
遣
の
動
き
は
見
ら
れ
な
い
。
一
方
で
宝
永
元
（
一
七
〇
四
）
年
、

　
次
期
将
軍
職
を
継
ぐ
こ
と
を
意
味
す
る
家
宣
の
（
綱
吉
へ
の
）
養
子
入
り
の
際
に

　
は
、
門
賀
慶
使
」
の
派
遣
が
計
画
さ
れ
た
（
紙
屋
前
掲
「
幕
藩
体
制
下
に
お
け
る

　
琉
球
の
位
置
」
）
。
も
っ
と
も
、
派
遣
名
匿
で
い
え
ば
、
生
誕
も
襲
職
も
将
軍
家
の

　
慶
事
に
変
わ
り
な
く
、
現
に
欄
通
航
一
覧
㎞
は
「
賀
慶
使
」
を
「
将
軍
家
の
御
代

　
　
へ

　
替
等
を
賀
し
奉
る
偏
も
の
と
見
て
い
る
。

②
以
降
、
太
刀
・
馬
代
・
芭
蕉
布
・
香
・
泡
盛
と
い
っ
た
献
上
物
、
な
い
し
銀
・

　
綿
と
い
っ
た
拝
領
物
の
面
に
お
い
て
も
（
横
山
學
「
琉
球
国
使
節
の
献
上
物
・
拝

　
油
物
」
、
同
前
掲
『
琉
球
國
使
節
渡
来
の
研
究
㎏
所
収
）
、
は
た
ま
た
大
坂
～
江
戸

　
間
の
公
儀
に
よ
る
人
馬
な
ど
の
馳
走
の
面
に
お
い
て
も
（
第
三
章
注
②
⑩
参
照
）
、

　
基
本
的
に
は
寛
永
二
一
年
時
の
先
例
が
踏
襲
さ
れ
て
い
く
。

③
例
え
ば
淀
藩
士
渡
辺
善
右
衛
門
は
、
延
享
五
（
｝
七
四
八
）
年
の
朝
鮮
信
使
・

　
琉
球
使
節
を
比
較
す
る
見
地
か
ら
、
門
入
来
琉
球
記
」
（
平
山
敏
治
郎
翻
刻
、
『
民

　
俗
学
研
究
所
紀
要
』
三
、
一
九
七
八
年
）
を
記
し
て
い
る
。

（
大
阪
歴
史
博
物
館
）

琉球使節の成立（木土）
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The　Establishment　of　Ryukyuan　Embassies：　From　the

Viewpoint　of　Historical　Relations　between　the　Shogunate，

　　　　　　　　　　　　　　　　　Satsuma　and　Ryakya

by

KmO　Ilironari

　　This　paper　discusses　the　early－modern　establishment　of　the　status　of

modern　RyakyU　by　clarifying　the　process　of　the　formation　of　RyukyuaR

embassies（Ry6kyO　shisetsu琉球使節），　which　has　not　been　previously

clarified．　The　Ry51cyti　Kingdom　（Ko－Ryttkya，　meaning　oid　Ryakytt），　which

had　existed　as　a　state（hokka国家）since　the　Middle　Ages，　calne　to　an　end

when　it　was　defeated　in　the　Shimazu　clan　invasion　of　Keich6　14　（1609）　and

the　new　era　of　early－modern　Ryakya　began．　Although　early－modern　RyakyB

continued　to　exjst　as　a　state，　it　had　to　bujld　new　relationships　with　the　Edo

shogunate　and　the　Satsuma　domain．　Ryu｝〈yuaR　embassies　represent　these

new　relatioRships　welL　lt　has　been　argued　that　the　word　Ryukyuan

embassies　refers　to　two　lcinds　of　missions：the　Onshashl恩謝使（sent　by　the

RyUkyU　kings　on　the　succession　of　a　new　shogun）and　the　Gakeishl賀三一

（sent　by　the　shogunate　on　the　enthronernent　of　the　RyakyG　king　from　the

Sh6　family）．　Several　studies　conceming　the　meaning　of　these　embassies　for

the　shogunate，　the　Satsuma　domain　and　the　KiRg　of　Ryakya　have　been

made．　Nevertheless，　it　has　not　been　made　clear　when　and　how　the　Ryukyuan

embassies　were　established，　which　is　one　of　the　most　fundamental　issues．

　　In　reconsidering　the　issue，　it　became　clear　that　the　Ryulgyuan　peop｝e　who

arrjved　in　Kyoto　ln　Kanei　ll　（1634）　who　have　been　regarded　as　the

beglnniRg　of　Onshashi　in　the　previous　studies　were　not　such　a　missioR．　ln

fact，　at　the　time　of　miyogawari　〈the　succession　of　Tokugawa　lemitsu

following　Hldetada）　in　Kanei　l　l，　this　party　of　Ryukyuan　people　（originally

sent　to　the　Shimazu　clan）　was　suddenly　coRstituted　as　an　embassy　to　tke

shogunate　by　the　Satsuma　domain　nominally　as　a　mlyogawari　embassy．

Therefore，　we　cannot　regard　this　particular　party　as　the　beginning　of　the

RyukyuaR　embassies．　ln　Kanei　11，　the　Shogun　lemitsu　officially　confirmed　by

letter　that　Ryakyit　was　a　feudatory　vassa｝　state　of　the　Shirnazu　clan　and　the
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status　of　fayo　（dependency）　was　thus　established．

　　About　10　years　later　in　Kanei　21，　an　Edo－nobori　（a　mission　to　Edo）　was

conducted　by　the　Ryukyuans．　Thls　mission　was　dispatched　for　consecutive

events一一the　birth　of　Tokugawa　letsuna　and　the　enthronemeRt　of　Sh6　Ken．

Furthermore，　this　embassy　was　led　by　the　Shimazu　clan　from　Kagoshima　to

Edo　as　aR　embassy　to　the　shogun　in　Edo　from　the　beginning，　not　just

sudden｝y　reconstituted　for　that　purpose　as　the　one　in　Kanei　11　had　beeR．

Moreover，　as　symbolized　by　the　fact　that　a　letter　provided　by　the　King　of

RyttkyU　was　delivered，　this　embassy　was　officially　seRt　by　the　King　of

Ryakya．　To　sum　up，　the　embassy　of　Kanei　21　satisfies　the　following　three

conditions：　（1）　the　contjnuity　of　events　involved，　（2）　havjng　beeB　led　by　the

Shimazu　claR　and　（3）　having　the　offlcial　approval　of　the　King　of　Ryekyif．

These　facts　suggest　that　Ryukyuan　embassies　were　formally　established　at

this　point．

　　The　exchange　of　letters　with　tke　R6ju一　（members　of　the　shogun’s　couRcil　of

elders）　by　the　Ryukyuan　embassy　of　Kanei　21　confirmed　Ryttkyti　as　ikohu　（a

foreign　country），　and　it　can　also　be　said　that　the　status　of　early－modem

Ry甑y呑asノ勿。　and　ikoku　had　flnally　become　f6rmalized．　In　other　words，　the

status　of　early－modern　RyifkyU，　which　is　well　understood　today，　was

confirmed　only　after　going　through　the　two　phases　of　1〈anei　ll　and　Kanei　21．

The　dual　status　confirmed　at　this　point　iR　time　was　exceedingly　favorable　to

the　Satsuma　domain　as　it　ensured　Ryakya　as　fayo　of　the　Shimazu　clan　aRd

also　an　ikoku　in　the　eyes　of　the　shogunate．　Therefore，　we　have　to　bear　in

mind　that　the　Satsuma　domain　deftly　used　the　two　statuses　of　fuyo　and　ihoku

for　different　strategies　when　they　described　Ryakytt　to　third　parties．　ln

other　words，　when　we　consider　the　establishment　of　early－modern　Ryttkya，

we　must　see　the　essence　of　the　matter　through　the　fluidity　constituted　by

the　dual　statuses　of　fayo　and　ikoku．
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